
Colonial Narratives on Demolished Culture : The
Great Earthquake in Bali, 1917

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2010-02-16

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 永渕, 康之

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.15021/00004204URL



永渕 　　1917年 バ リ大地震

　 1917年 バ リ 大 地 震i

植民地状況における文化形成の政治学

永 渕 康 之*

Colonial Narratives on Demolished Culture: 

  The Great Earthquake in Bali, 1917

Yasuyuki  NAGAFUCHI

   On January 21, 1917, a large earthquake hit Bali island. Damage 

was greatest in the southern part, which had been colonized by the Dutch 

government in the year 1908. The Balinese recognized that this earth-

quake clearly meant the end of their cosmological order. Meanwhile, 
after much debate, the colonial government finally decided to give finan-

cial and technical support to restore traditional Balinese constructions, 
especially temples and the residences of the former royal families. This 

debate mainly focused on the necessity of protecting the traditional 

culture. The earthquake thus served to objectify Balinese culture in the 

colonial narratives and make it visible. The aim of this paper is to make 

clear the political and cultural significance of this earthquake, along with 

the debate after it, in the process of the penetration of colonial power, 

and the consequences of the restoration for modern Balinese culture and 

politics. The analysis concentrates on colonial narratives by examining 

governmental and private documents, most written and collected by Mr. 
P.A.J. Moojen, an architect, who was responsible for the restoration as 
a representative of the government. 

   The first part characterizes the political situation around the year 

1917 by describing the colonial history in Bali. At this stage colonial 

sovereignty had almost accomplished the incorporation of the native 

political system into the colonial order. 
   The second part focuses on the central problem of cultural protec-
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tion, namely the restoration of the Besakih temple. Balinese as well as 

international audiences now acknowledge that this temple is undoubted-

ly the authentic center of Balinese religious tradition. However, the 

restoration after the earthquake was a turning point  [STUART-Fox 
1987: 345] in the history of this temple-----previously, it had been long 

neglected due to political disturbance. I highlight the political and 

cultural meaning of this turning point from both the Dutch and Balinese 

points of view. The latter claimed that the earthquake was the direct 
consequence of the long neglect of the temple. The colonial government 

accepted this, but still decided to give financial aid from the cultural pro-

tection point of view. This mutual agreement on the necessity of 

reconstructing the temple, from different standpoints, led to the 
"cooperative objectification" [THOMAS 1992a: 213-214] of this cultural 

center. The process involved appropriation by each side of the other's 

point of view, and had other political connotations. The appropriation 
resulted in making clear the division between the political world, controlled 

by the colonial government, and the religious world, directed by the 
Balinese colonial elite, who succeeded in strengthening their political 

power by making use of the Dutch presence in the early stage of colonial 
history. At the same time, the Balinese colonial elite succeeded in 

disseminating the idea that Besakih was a civil temple, by claiming that 

all Balinese should contribute to its restoration. Consequently, Besakih 

established itself as an external symbol of Balinese traditional culture, 

and at the same time as an internal one, that is, the integration of 

modern civil society in Bali. 

   The third part focuses on the debate concerning the reconstruction 

of puri, the residences of the former royal families. The central point of 

the debate was the transition from the former world order, constituted 
by the cosmological and political power of a royal family, to the colonial 

secular political system. The Dutch government took a strict position in 

order to prohibit the exercise of the former royal power, which included 

the authority to mobilize manpower and materials to restore their 

physical base after natural damage by such things as earthquakes. As a 
result, the colonial government had to offer aid for the reconstruction of 

puri, because some members of former royal families were incorporated 
into the bureaucracy of colonial government under the direction of 

Dutch indirect rule. The government discussed the ambiguity of the 

position of puri, as they could easily represent either former royal 
residences or offices of colonial government. The earthquake caused the 

government to face the contradiction of indirect rule and to reconsider 
the position of the former royal families.
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   The fourth part describes the inner debate among government 

offices on cultural protection. On this point the government was clearly 

divided. On the one hand, Moojen and the local head of colonial 

government claimed it was necessary to restore Balinese traditional con-
structions through governmental intervention involving financial aid and 

technical advice. On the other hand, the department of education and 
worship and the Batavia Society, both of which were requested to con-

sider the necessity of cultural protection by the central government, stern-

ly stood against the claim for intervention. Instead, they asserted non-

interference in cultural matters in Bali to allow free growth and change in 

its culture. The final judgment from the central government resulted in 

the colonial government intervening to restore Balinese culture to its 
'original  state' . In the process of this debate, the government had to 

discuss how to treat native culture and the meaning of the concept of 

culture itself. 

   The final part draws attention to the mystification of the concept of 

traditional culture by focusing on stories telling the origin of the Besakih 

temple. Nowadays Balinese culture tends to be accepted as a traditional 

culture which does not change. People rarely recognize historical 
changes and forget the fact that Balinese society experienced colonial oc-

cupation, and during this period underwent a radical transformation. 

The historical concepts held by the Balinese about their own past also 

reinforce the unchanging image of their culture and underestimate the 

historical process of the colonial period. This is partly because of the 

dependency on the tourist industry that capitalizes on the Balinese 

cultural image as tradition without change and partly because of the 

decolonization policy of the Indonesian government, which authen-

ticates itself by emphasizing the ideological break with the colonial 

period. Meanwhile it is also possible to point out that the colonial situa-
tion itself involved mystification to make people ignore its consequence, 

at least in the Balinese context. The colonial government was as much a 

political device as a scholarly machine. It investigated Balinese society, 
especially in the fields of philology and archeology, so that it could con-

trol it. Consequently the government produced an authentic historical 

vision, which in turn concealed the radical transformation it had created. 

The association between power and knowledge in the colonial situation 

served to mystify the real processes at work.
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は じめ に

1.1917年 大地震 とその歴史的意味

皿,ブ サキ寺院再興 問題

皿.プ リ再建問題

N.文 化をめ ぐる論争

おわ りに

は じ め に

　 1917年1月21日 午前6時50分,バ リ南部を大地震が襲った。揺れは40秒 ほど続き,

ガムラソ楽器の音が鳴 り響いた。ちょうど朝の水浴びの時間にあた り,谷 に落ちる者

もいた。余震は2月 になっても続 き,被 害は広がった。公式の発表では,パ リ北部で

は死者14人,負 傷者11人,倒 壊家屋1,276戸 にとどまったものの,バ リ南部では死者

1,358人,負 傷者1,060人,倒 壊 した住居64,488戸,米 倉9,927個 におよんだ(写 真1,2)。

中南部に位置するPayangan村 では90%の 住居が倒壊 した と報告されている。被害は

むろんオラソダ統治政府側にもおよんだ。デソパサールではオラソダ人の住居が崩れ,

また建築が進んでいた橋や道路などの土木施設も大きな損害を受けた。バ リを襲った

天災は地震ばか りではなかった。地震の翌年にはインフルエソザが世界的に大流行し,

バ リでも多数の犠牲者がでた。さらにその翌年,南 バ リでは田がネズ ミに襲われ,地

震の年がそ うであったように,再 び収穫は激減 した。地震に続 く2年 のあいだにバ リ

社会は大 きな打撃をこうむったのであった1も

　バ リ文化の形成と政治体制の成立過程を考えた時,こ の地震はたんなる天災 とは見

過ごせない重大な意味をはらんでいる。文化面においては,地 震で崩壊 したバ リの建

築物を前にして,オ ラソダ側から文化保護を叫ぶ声があがった。政治面では,1917年

とい う年は植民統治システムが整備される初期の完成段階にあた り,こ の年に起 こっ

た地震は新たな社会体制への移行がもたらす問題をオランダ側Y'つ きつける結果 とな

った。地震を宇宙論的秩序の崩壊2)と とらえたバ リ側3)は,こ の移行によって従来の

1)　 1917年 の地 震 の詳 細 につ い て は,以 下 の記 述 を 参照 【KEMIIIERLING　 l918;LEKKERKERKER

　 1920:204-205;MARc肌 　 1917;MvO　 1919　van　Stein;MvO　 1923　Damste;NIEUWENKAMP

　 l922:207;ANoNYMous　 l　917;Col.　 Moojen:10;Col.　 Korn:265】 。 最 後 の フ ァイ ル 【Col.

　 Kom:265]に お さめ られ た 手 帳 に は,地 震 以 後 の 統 治政 府 の処 置 と議論 が克 明 に し る され て

　 い る。

2)　 「世 界 の 破 滅 」(Bhuwana　 Winasa)と 題 され た バ リ語 テ クス トは,1918年 に書 か れ て い る。

　 Schulte-Nordholt[n.d.:ch.8]は,テ クス トの 内 容 と この年 に 書 か れ た事 実か ら,南 バ リの王

　 国 の崩 壊 が1917年 地震 に よ って決 定 づけ られ た と意識 され,し か もこ の認 識 は バ リ人 一般 に

　 も広 が って い た と考 え て い る[cf.　WIENER　 l990:33】 。

3)単 純 化 と 曲解 の危 険 を 恐 れ つ つ,・ ミリ側 あ るい は オ ラ ソ ダ側 とい う言 い 方 を 本 論 で は と り

　 あ}ず 用 い てい る。 ふ た つ の 場 合yyこ の表 現 を使 って い る。 ひ とつ は,植 民 地 状 況 に お い て/

262



永渕　　1917年 バ リ大地震

写 真1　 1917年 地 震 の 被害 状 況 を つ た え る写 真(Koninklijk　 Instituut　voor　de　Tropen所 蔵)

写 真2　 1917年 地 震 の 被 害状 況 をつ た え る写真(Koninklijk　 Instituut　voor　de　Tropen所 蔵)

yオ ラソダの統治政府 と現地社 会 とい う対他関係はは っき りと存在 してお り,こ の関係におい
てそれ ぞれ の側を示す場合。 もうひ とつ は,特 にバ リ側 とい う表現 をす る時,植 民地時代Y'

生 まれつつ あったバ リ社会の代表 として発言 してい る人 々の側 を意味す る場合であ る。後に

詳 しく述 べる ように,オ ラソダ人勢 力の進 出を前G'い ち早 くオ ランダ側 につ き,植 民地時代

　にな って政 治力を持つにいた った人々が 台頭 した。彼 らが統治政府 にたい してバ リ人代表 と

　して発 言 したのであ り,こ こで主要 な資料 と してい る植民地政府部 内の文書 に登場す るのも

彼 らの声 である。統治体制が確立され てい く過程で,こ うしたバ リ人 が植民地時代 のエ リー

　 トとしてバ リ社会を代表 し,彼 らの もとで社会 の組織化が進む ことになる。本論 では,植 民
地政府 関係文書を資料 としているため に,バ リ側 とい う言い方 を用 いながらバ リ人 エ リー ト

　の声ばか りを取 りあげ る結果 とな った。 さらに広い多様なバ リ人の声に歩み よる努力は,今
後の課題 としたい。
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方法による秩序の回復が不可能になったと訴x,む しろ政府主導の復興を期待 した。

その結果,統 治者であるオランダ政府は,バ リの文化的建築物の再建を中心 とした再

興事業に乗 りださざるをえな くなっていく。それにともない,バ リ文化へのオランダ

側の組織的な介入が始まり,政 府内部においてバ リ文化に関する論争がたたかわされ

た。植民地統治という新たな政治的現実のなかで,地 震を契機 としてバ リ文化の再構

成が始まったのである。

　本稿の目的は,以 上のようなバ リ文化の形成と植民統治体制の成立における1917年

大地震の意味をふまえて,地 震を契機に起こったオランダ側とバ リ側両者における文

化のとらえ方とそれをめ ぐる政治的な動向を明らかにすることにある。バ リでは植民

地時代から現代にいたるまで,政 治的に文化が形成され続けている。その過程を物語

る一例として地震を取 りあげ,文 化形成の実際をそれが起こりつつあった現場にさか

のぼって考え直してみたいとい うのが本稿の意図である。

　インドネシア国家のヒンドゥー教の中心地として,ま た世界的な観光地として発展

してきたバ リにおいては,国 家あるいは世界からの認知 といった広い枠組のなかで文

化が営まれている。実際の文化的行為は,そ こで営まれていると同時に対外的な象徴

として政治的な意味を持たざるをえない。他方,文 化をめぐる政治言語は実際の行為

や過去の出来事からある事象を選択 して成 り立ってお り,そ の事象には元の文脈のな

かでそれが持っていたものとは別の政治的な意味が加えられている。こうした状況に

あって,定 まった境界のなかに囲われたバ リ文化 とい う領域があり,こ の文化を特徴

づける本質が最終的には存在するといった素朴な態度でバ リ文化を考えるのはすでに

不可能である。文化を実体的に把握するのではなく,む しろ形成されつつあるものと

してとらえ,各 時点で文化が客体化され,政 治的意味が付与されながら引用されてい

く過程が進んでいると見る必要がある。

　実体的な文化の把握からの解放 と文化の客体化 という視点は,文 化形成を考える際

には重要な出発点である。同時に,現 代の文化をめぐる状況にふさわ しい文化概念の

模索を 目指す文化研究にとって,こ うした視点がひめる可能性が評価されつつある。

例えぽLi皿ekin【1992:251-2521は,変 わることなくそこにあるものとして文化を実

体的に見る立場 と形成されつつあるものとしてとらえる立場を伝統概念をめぐる本質

主義 と形成主義 という言い方で対比させ,後 者の立場の可能性を議論 している。形成

主義の立場は様hな 論点やアブmチ の違いを見せるものの,文 化を実体的に見るパ

ラダイムからの脱出を共通 して試みており,こ の姿勢にポス トモダンの名をあたえて

彼女は積極的に擁護 している[cf.宮 崎　1994】。一方,文 化の客体化という考え方は,
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もともとCohn【1990:229】 が西洋教育を受けたイソ ドのエ リー ト層による自らの文化

にたいする態度を議論 した際に提議 され,Handler【1988:特 に14-16】が発展的に展開

した。ここでは,固 有の価値を持つ 「物」 として文化要素が対象化され,政 治的に操

作可能となること(例 えぽ,文 化要素が自らに帰属すると信 じている集団がその文化

要素を利用 して自身のアイデンティ ティを主張すること 【cf.太田　 1993:391】),と と

りあえず理解しておきたい。文化は客体化されることで表象として機能し,政 治的効

果を内在させる,と 言いかえることもできよう。

　文化の形成過程を理解するためには,こ うして新たな視点から出発するとともに,

歴史的な検討が不可欠である。また,こ の過程に関わる諸要素は世界規模で広が って

いる以上,バ リとい う地理的領域をこxた 見方が必要となる。つま り,バ リにおける

実地調査ぼか りではな く,時 間的にも空間的にも視野を広げる必要がある。実地調査

だけでは,形 成過程で起こる含意を取 り逃がし,結 果だけから解釈を構成 してしまう

危険がある 【THoMAs　 1992c:731。 またそれと同時に,こ の過程に批判的視点を失え

ぽ,客 体化された文化に加えられた政治的意味を鵜呑みに してしまう危険もある。植

民地時代の出来事に今回焦点をあてるのは,歴 史研究それ自体を意図しているわけで

はない。そうではなくて,視 点はあくまでも現在のバ リ文化に置きながら,そ れに歩

み寄ろうとする時に避けられない以上のような危険を直視 し,文 化形成の実際にたち

戻って文化の現状を考えてみようとした時,ひ とつの意義深い出来事 として植民地時

代に起こった1917年 地震が浮かびあがったのである4)0

　植民地時代は,少 なくともパ リ文化を考えた場合,政 治と文化の関係が固有のかた

ちで表出する特異な時期である。オランダ統治政府の覇権的な力の登場により,オ ラ

ソダ対バ リという対他関係が生まれた。 しか し,こ の関係は支配する側とされる側 と

いった単純な政治関係を構成 したわけでは決 してない。統治政府は様々な制度や考え

方を導入 したが,現 地側 もそうした制度や考え方を取 り入れつつ新たな文化や社会へ

4)　 現代 に視点を置いて植民地状況で起 こ りつつ あった現象を考え ることは,歴 史的過去 とし

　 ての植民地時代を探 ることとはまった く別 の試み である。例えぽDirks【1992b:23]は,「 植

　 民地以後 の世界は,確 かに植民地時代をへた後 の時代だが,植 民地な しでは成立不可能 な世

　 界である」 と述べ て,過 去の研究 としてではな く,現 在 の文化 と政治の研究 として植 民地状

　 況を考察す る重要性を強調 している 【Cf.DIRKS　l992a:75】。 また文 化形成 の視点か ら見た場

　 合,植 民地状況を現代 の視野か ら見 ることは,二 重 の論争性のなか で植民地時代を考 え るこ

　 とを意味 している。つ ま り,一 方では文化の客体化 が起 こ りつつあ る過去の時点で対 抗する

　 言説 が作用 してお り,他 方 では過去に客体化された文化が現時点の政治的な場 で利 用 されて

　 いるのである[KEESING　allCl.JOLLY　l992:233】。 本論 のなかで植民地状況 と植民地時代 とい う

　 ふたつの表現 を用 いているが,後 老は事実問題 として過去 のある時期にあ った植民地 統治 と

　 い う政 治体制 をお もに指 し示 してい る。それにたい して前者は,現 代 の政治や文化に関わる

　 植民地統 治 とい う場,あ るいはそこで起 こった諸 現象を意味 してい る。
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の態度を示 し始め,今 度はオランダ側 もそれへの対応をせ まられた 【cf.　KEESING

1989:23】。この過程が進むなかで,オ ラソダ側とバ リ側にそれぞれ多様な政治的立場

が生まれ,そ れが文化の把握にも反映 した。つま り,お もにオラソダ人を介して流入

した外来の西洋文化が現地のバ リ文化に影響をおよぼしたとい うような一方的な対他

関係なのではなく,む しろ双方からの競合と取 り込み 【THoMAs　 1992b:279】 が同時

平行 していた。そのなかである文化要素に価値が与えられた り,制 度として実体化さ

れるといった文化形成が進んだ。

　さらに植民地時代が政治と文化の関係をめ ぐって特異な時期であるのは,文 化の知

識のみならず,それを扱 う制度と概念そのものが植民地時代に形成された事実にある。

統治政府はパ リ人の協力のもと,文 化にたいする知識を生みだ し,しかも知識の保存,

育成,教 育をはかる機関をもうけた。 こうして,統 治政府の政治的威信を背景 として

バ リ文化をめ ぐる正統な学識が成立した。またそれによって,文 化の正統性あるいは

歴史観 といった文化に価値を与えて流通させる概念も広がった。その結果,文 化の主

張が自らの政治的利益につながるパ リ側のある階層にとってもオラソダ側に とって

も,文 化の政治利用が可能となった。知識の制度的運営に協力したバ リ側は伝統文化

といった概念 も受け入れ,自 らの独自性を表明する手段として文化を用いるようにな

った。オラソダ側は,伝 統文化の保護を主張することでパ リ文化はもとのままに存続

していると主張し,自 らがおよぼした社会的,文 化的影響の意識的隠蔽につとめた。

　植民地時代に顕著にあらわれたこうした政治と文化の関係はそれ以後も引 き継が

れ,そ のことが植民地時代への現時点からの皮肉な見方を生んでいる。一方では,政

治体制と社会文化秩序の大部分が植民地政府からインドネシア 国家へと移行 した。植

民地時代の文化形成の結果 と文化をめ ぐる政治関係が受け継がれたのであるlcf.

FRIEDMAN　 1992】。他方では,バ リ社会の側が自己表象として伝統文化を前面に押 し

だしうるようになった。伝統 とい う価値のなかで文化を戦略的に利用する可能性が継

承されたのである。そして,両 者の点が同時に進んだことで,政 治と文化の関係が植

民地時代に見いだされたにもかかわらず,伝 統文化が生き続けており,植 民地時代の

影響は少なかったという,こ の時代への逆説的な見方が生 じた 【cf.　DIRKS　 1992a:

74-75]。文化の政治利用にいたる根本的な可能性 とそれを隠す神秘化作用を同時にも

たらした点で,Dirks【1992b:12】 が言 うように,植 民地時代は歴史的過去ではなく,

理論的課題であると考えたい。植民地時代の文化をめ ぐる動 きを探ることは,政 治 と

文化の関係そのものを問 うことなのである。

　 とはいえ,植 民地状況の特異性を特権視することはまた危険である。植民地状況の
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重視は,あ くまでこうした危険性を考慮 したうえでのことである。まず,植 民地状況

の研究 と文化の形成や客体化という問題 とが結びつ く必然性は何もない。Linnekin

【1992:252】が強調 しているように,文 化が形成されてい く過程は常に進行 しつつある

現実である 【cf.　WAGNER　 1981j。植民地時代は文化形成が起こる一局面だとしても,

そのための特権的な状況では必ず しもないのである。1917年 の大地震も含めて植民地

時代に起 こった出来事は,そ うした不断に変わ りゆ く過程の一断片にすぎない。

　さらに言えば,こ の時代に起こった変化を絶対視 して しまえぽ,西 洋の近代文化は

洪水のごとく後戻 りできない変化を現地にもたらし,だ からこそ押 し流された伝統文

化の救出が叫ばれ,ひ いては伝統対近代という旧来の貧 しい対立がまた しても浮かび

あが りかねない。この点はまた,白 人支配がなけれぽ現地の文化はなかったと考え,

現地文化を白人支配の補完物 ととらえて二次的な立場におとしめ,白 人支配を裏側で

肯定してしまう設定を生む危険にもつながる 【TRASK　l991:160】。同時に,植 民地時

代を過去においや り,郷 愁をこめて回顧 し,美 化 しようとする動 きも明らかに見 られ

る5)0絵画的に美化することこそ現地での変容を狡猜に隠蔽す る植民地状況が仕掛け

た罠であ り 【DIRKS　l992b:20-21],植 民地時代の特権視は無意識の うちにこの罠が

もたらす作為に同調 しかねない。

　以下に続 く記述は,次 のように構成されている。最初に,地 震にいたるまでの政治

社会史を本論に関係する範囲で紹介 し,1917年 という時期がパ リ社会の歴史のなかで

しめる意味を考え,続 いて地震直後に統治政府側 とパ リ側が実際にどのような動 きを

示 したかを見る。次に,地 震で被害を受けた文化的建築物の再興に植民地政府が介入

せざるをえなくなる端緒となったふたつの対象,つ ま りブサキ寺院(Pura　 Besakih)

とプリ(Puri,旧 王族ない しは貴族の住居)を めぐる動きを取 りあげる。バ リの中心

的寺院とみなされているブサキ寺院の歴史のなかで地震はひとつの大きな転換点であ

り,現 代のパ リ社会におけるブサキ寺院の位置が確立する出発点ともなっている。精

神世界の中核 としてバ リ社会の 「伝統」文化の総本山であるこの寺院が,植 民地体制

のなかで新たに創出される過程 とその意味を探ってみたい。統治体制の整備とい う政

治問題と文化問題が交錯するのがプリ再建問題である。間接統治体制における植民地

官吏 とかつての王という二重のアイデンティ ティのなかに王族は置かれ,彼 らの住居

の再建問題は旧来の王国システムと世俗的な統治体制の接触による矛盾を突きつける

5)少 なくともオラソダではかつての植民地をめぐってこの傾向ははっきりとあらわれてい

　 る。写真集を中心として,イ ンドネシア語を用いたtempo　dulu(過 ぎ去った時代)と いう言
　 い方でオランダ植民地時代を哀惜する出版物も多い。こうした傾向にたいする人類学からの
　 攻撃は,Rosaldo【1989:68-871を 見よ。

267



国立民族学博物館研究報告　　19巻2号

かたちとなった。それを考えることで,植 民地状況における政治と文化の関わ りがさ

らに明らかになるだろう。以上の点をふまxた うえで,再 興事業への政府の介入をめ

ぐって始まったバ リ文化に関するオランダ政府内部の論争を取 りあげ,ど のような文

化へのとらえ方がなされていたかを見る。バ リ文化の意識的な客体化がどのように始

ま り,ど のように認識されていたかを知ることができるだろう。そして最後に,現 代

のバ リ社会において伝統文化が主張 され植民地状況が忘却される神秘化作用に簡単に

ふれ,文 化の形成を今の時点で問い直す意義を改めて考えてみたい。

　今回,分 析の焦点はオランダの文書館におさめられている政府部内の文書にあらわ

れた論争に置かれている6)。この論争は,地 震に よる崩壊から突然目の前にあらわれ

た文化に対処 しようとしてかわされたものである。オラソダ側にとってはバ リ文化の

破壊,バ リ側にあっては宇宙論の断絶 というふたつの崩壊 した現実として文化は目の

前にあらわれた。言い方をかえれぽ,地 震は文化に可視性を与えたのであった。オラ

ンダ側 とバ リ側はともにそこに言葉を与え,崩 れつつある現実を支えようとした。政

府やバ リの指導者はいかなる権限において何をすればよいのか,相 手の出方をどうと

らえ,ど のような関係を結ぶのか,な ぜオランダ政府が援助金をだして文化を保護し

なけれぽならないのか,ど の対象に援助金を与えればよいのか,ど のように実際の作

業を進めればよいのか,こ うした問題が次々と議論される。そ して,か わ される論議

のなかで文化が指示される対象として具体的に示されていく。本稿が扱 うのはこの過

程であ り,地 震被害の復興活動それ自体ではない。可視性を与えられた文化に言説が

導入され,言 説によって文化が客体化され,そ れによって特定の人々(統 治政府ある

いはバ リ社会のある階層)が 文化を政治利用 していくその過程を問いたいのである。

植民地政府の文書にあらわれた論争に注目するのもそのためである。論争が起 こった

過程を確認 しながら,オ ランダ側やバ リ側の内部でそれぞれいくつもの主張が入 り乱

れて競合 しあ う現場に踏み込み,そ の内実にせまりたい7も また今回はふれていない

6)　 政府 関係の文書が所蔵 されているオ ランダ国立総合文書館の資料の状況 と利用方法 につい

　 ては杉 島 【1994】,また植民地時代のバ リに関す る資料については永渕[1994a】 を参照。 なお,

　 本文 中の名称 の表記 につ いては,基 本的には資料 に しるされている表記法 に従 っている。表

　 記は原則 としてアルフ ァベ ット表記 としているが,頻 出す る名前については カタカナ表記 も

　 併用 している。そ の場合,カ タカナ表 記が最初 に登場す る箇所 にアル ファベ ッ ト表記 を加x

　 た(例,モ ーイエ ン(P.A.　 J.　Moojen))。

7)歴 史 的 な視 点か らのバ リ研 究 は近年 重視 され つつ あ る　【cf.　GEERTZ,　 H.1991;永 渕

　 1994a】 ものの,植 民地時代のバ リを対象に した研究は少ない。王 国ムンウィの歴史 を描 きな

　 が らバ リ王国論の再考をせ ま り,あ わせて植民地統治の仕組み を分析 したSchulte-Nordholt

　 匝.d.】の研究が最 も整 った記述であ る。また彼は,バ リにおけ る植民地統治の特色 を別に論

　 じている[SCxvLTE-NORDxOLT　 1986】。 このふたつ の研究か ら本論は多 くをえている。バ リ

　 の文 化形成についてはVikers　l　1989】とBoon【1977,1990】 がそれぞれ異なる角度か ら分析 し/
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が,オ ランダ政府側がバ リ文化保護に踏みだした条件をめ ぐる文化論的分析や8),こ

の地震に関 して現代のバ リ社会にどのような記憶がひそんでいるかを明らかにする作

業からもまた別の解明が期待できるだろう9)0

1,1917年 大地震 とそ の歴 史的意味

　1917年大地震の意味を位置づけるために,植 民地統治体制の成立過程と地震以後の

オランダ側 とバ リ側の対応を見てみたい10)。1846年以来北部バ リにたい して5度

(1846,48,49,58,68年)に わたる武力遠征が行われ,1882年 には北部に位置する王国

ブレレソでの統治が開始された。オランダ植民地統治の地方行政単位のひとつとして

「バ リとロソボク」がここに公式に始まる。19世紀半ぽから終わ りにかけてオラソダ

政府内部では,一 方では武力行使も含めた帝国主義的な拡張路線が叫ばれ,他 方では

白人による指導を背後にほのめかしつつ現地社会の保護を訴える 「倫理的」方針が広

がっていた。この状況のなかで,い くつかの例外的な行為(そ こにバ リへの武力遠征

も含まれる)が あったにせよ,基 本的にはジャワ,マ ドゥラ以外の島々にたいしては

＼ ている。あ る出来事をめ ぐる政府 内部 の論争に焦点をあてている本論文 での試みは彼 らのア

　 プ ローチ とは異な ってお り,い くつかの見方 をえたに とどまった。1917年 地震 を扱 った論考

　 は もちろん存在 しない。Schulte-Nordholt【n.d.:ch.81が 政治文化史におけ る地震 の影響 につ

　 いて,Stuart-Fox[1987:345-351】 が ブサキ寺院 の歴史において地震がはた した役割 につ いて

　 述 べている。

8)文 化 保護を率先 して訴 えたモーイエ ンは,植 民地建築史に名 を残 した建築家 【AKIHARY

　 1990:39-42,129-130】 であると同時に画家で もあ り,西 欧文化 と統治領下の文化に深い関心

　 を示 していた。バ タヴィアでは文化サ ークル連合 の会長 として こ うした文化の展示 と紹 介に

　 深 く関 わ ってお り,バ リ文化Yyは 特に強い関心 をいだ いていた。文化サ ークル とは,ジ ャワ

　 の諸都市 で発展 した オラ ソダ人を中心Y'し た ヨー ロッパ人社会において,ヨ ーロッパ人 の演

　 奏家を よんで音楽会を開 いた り,た とx複 製で もヨー ロッパの絵画の展覧会を催 し,同 時に

　 ジャワとその周辺の 島々の現地 の人 々の文 化を展示 して紹介す る場 であった 【KUNSTKRING

　 BATAVIA　 1927】。 モーイエ ンは,後 に オランダに帰 国す る と,文 化関係の事業について政府

　 部内で強い影響 力を持 っていた。1931年 パ リで開かれ た植民地博覧会 におけ るオ ラソダ館設

　 立の際,実 行委員長をつ とめたのも彼 である 。オ ランダ館 自体が 「バ リ」 とい うテーマの も

　 とに建設 され,ス カ ワテ ィ率 いるパ リ人が踊 りを上演 で きたのも彼 の意 向にお う部 分が大 き

　 い 【Col.　Moojen:22,24,26;永 渕 　1994b;ZEI」LSTRA　 1931】。バ リ文化の客体化 と展示に よ

　 る流通を考 えた場合,モ ーイエ ンがバ リ文化に与えた影響 は大 きい。

9)1917年 地震だけに焦 点を定めた調査 を筆者はバ リで行 っているわけ では ない。 しか し,他

　 の問題をめ ぐって行 った調査 の期間 中,こ の地震についての話(例 えぽ,セ メン トは汚れて

　 いると当時判断されて いた,と い った話)は あが っていた。 またHobart[i979:156】 も,自

　 身 の調査経 験 か ら,年 長者 世代 は この地 震を よく記憶 してい ると報 告 してい る。 さ らに

　 Schulte-Nordholt【n.d.:ch.8]は,少 な くともムンウィ領域においてバ ロソダンス(二 人 であ

　 やつ る踊 り人形)は この地震以後 イ ソフルエ ソザの流行 の直後に悪魔払 い として よ り広 まっ

　 た と述べ ている。王国の宇宙の浄化 力の喪失を この ダンスが補 った との解釈 を彼は加え てい

　 る。
10)以 下 の記述は,Schulte-Nordholt[n.d.:ch.6-8】 に多 くをお っている。
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一種の放任的態度が維持されていた。

　一方,同 じ時期バ リ内部では王国どうしの勢力争いが加熱 していた。オラソダ勢力

がすでに目の前にせまった状態で,新 たな政治的覇権を握るべ く武力衝突が繰 り返さ

れていたのである。王国ばか りでなく,例 えばパ リ中央部に位置するウプ ドにいたチ

ョコルダ ・グデ ・スカワテ ィ(Cokorda・Gede・Sukawati)の ように,地 方勢力の

なかにも急激に人員動員力を高め,政 治力を増す勢力も登場 した。 こうしたなか,

1891年 には王国のひとつムソウィが孤立の道を歩んで滅亡 し,バ リにおける政治地図

は書きかえられていった。ブレレソへの統治以降,こ の領域の中心地シンガラジャに

駐留していたオラソダ人行政官は,動 乱に満ちたバ リ南部の情勢を詳しく見守ってい

た。

　バタヴィアの中央政府では1893年 「タカ派」(拡 張主義者)の 総督(C.H.　 A.　van

der　Wijck)が 就任 し,翌 年には・ミリ東部のカランガスム王家の勢力下にあった ロソ

ボク島に武力遠征が行われ,こ の島はオランダの統治下にくだった。この武力行使に

いたる理由を用意したのは倫理的配慮であった。恣意的に力をふ りかざし,人 民にた

いする目にあまる搾取を繰 り返すバ リの王=専 制君主は倫理的に見て許せない,と い

うのである。政策としての倫理主義は,帝 国主　y,とって格好の隠れ蓑であった。

　しかし,1895年 から1901年 にかけてバ リとロソボクにおける地方行政の最高位であ
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る理 事 官 に在 任 したF.A.　 Liefrinckは,タ カ派 の バ タ ヴ ィア政 府 とは対 照 的 に,平 和

的 な外 交 交 渉 を バ リ王 国 と進 め る こ とでバ リ南 部 へ の進 出 を押 し進 め た 。1895年 に は,

カ ラ ン ガ ス ム王 国 が オ ラ ソ ダの 保 護 領(Gouvernementslandschap)と な る。 オ ラ ン

ダの 力を い ち早 く認 め,そ の保 護 を 受 け る こ とで 自 らの 王家 の地 位 の維 持 を は か った

王(Gusti　 Gede　 Jelantik)は,知 事(Stedehouder)に 任 命 され た。 続 い て,1900年 ギ

ア ニ ャー ル王 国 が 同 じ く保 護 領 と認 め られ,王 の息 子 が 知事 とな った 。1884年,ギ ア

ニ ャ ール王 家 は一 度 滅 ぼ され て いた 。 クル ソ ク ソ王 国 に 囚わ れ の 身 とな っ てい た 亡 き

王 の 息子 は1893年 に 脱 出 して ギ ア ニ ャール に逃 げ帰 る のだ が,す で に政 治 的 基 盤 は そ

こに は な か った。 か わ って 実 力者 と して浮 上 した の が ウブ ドの ス カ ワテ ィで あ る。 ギ

ア ニ ャ ール王 家 の息 子 が 知事 とな って も実 質 的 な政 治 力 は皆 無 に等 しい こ とを み こ し

て,ス カ ワテ ィが オ ラ ンダの保 護 を受 け る こ とで 拡 大 した 自 らの立 場 の温 存 をは か っ

た の で あ る。

　 1901年 倫 理 的 方針 は政 策 と して公 式 に表 明 され,バ タ ヴ ィア では タ カ派 の総 督 が続

いた 。 滅 ぼ され るべ き敵 と して倫 理 政策 が射 程 に とらえ て い た のは,や は り専 制 君 主

す なわ ちバ リ諸 王 で あ る。そ の ひ と りタバ ナ ソの 王 は,1903年 オ ラ ソダ側 が 「野 蛮 な 」

行 為 だ と言 明 して い た 火葬 に おけ る人 身供 犠 を実 行 す る。1904年 に は オ ラ ン ダ国旗 を

つ け た 中 国人 の船 が バ ドゥ ソ王 国 の海 岸 で 略奪 され た。 オ ラ ンダ政 府 は こ のふ た つ の

事 件 を政 治的 問 題 と して 取 りあ げ,バ ドゥンに た いす る海 上 封 鎖 を 開始 す う。 平 和 的

拡 大政 策 もバ ソ リ王 国 を 保護 領 と した ま でで 挫 折 し,1906年9月 オ ラ ンダ軍 は 東 部 海

岸 サ ヌール に上 陸 した。近代 的装 備 に よ るバ ドゥンそ して タバ ナ ンの王 家 へ の 攻 撃 は,

彼 らの 名 高 い 集 団 自決 に終 わ る。 さ らに1908年,今 度 は 阿片 に関 す るオ ラ ン ダ側 の方

針 へ の裏 切 りが 政 治 問題 と して 扱 わ れ,最 後 に残 った 王 家 クル ン ク ソへ 武 力 が行 使 さ

れ た 。 この 王 家 の 集 団 自決 に よ り,オ ラ ン ダはバ リ全 土 の 併 合 を貫 徹 した の で あ る。

　 自 らの勢 力 が 拡 大 した時 に オ ラ ンダ側 に つ き,そ の後 オ ラ ン ダの時 代 が 来 た こ とで

勝 者 とな った の は カ ラ ンガ ス ム の王 と ウ ブ ドの ス カ ワテ ィで あ る。 ギ ア ニ ャール とバ

γ リの王 家 は,か ろ う じてそ の滅 亡 を 逃 れ た 。 そ れ にた い して バ ドゥ ン,タ バ ナ ン,

クル ン ク ソの王 家 は 壊 滅 した。 こ うしてバ リ内 部 の 政 治地 図 は,1908年 の段 階 で 「勝

ち組 」 と 「負 け 組 」 を きわ だ た せ るか た ちで 変 化 した の で あ った。

　 パ リで の政 治 力 を掌 握 した オ ラ ン ダ政 府 は,行 政 と徴 税 の単 位 を 設 定 し,現 地 人(時

に は ジ ャ ワ人 も含 め て)の 官 吏 を置 い て,間 接 統 治 シス テ ム の整 備 を 進 め て い く11)0

11)　 ジ ャ ワの 例 だ が,最 近 出版 さ れ た もの で 日本 語V'よ る オ ラ ソ ダ の植 民地 統 治 シ ス テ ム の紹

　 介 は,倉 沢 【1992:38-88】 参 照 。 バ リに お い て は,理 事 官(resident)一 副 理 事 官(assistent/
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しかし,実際に導入された行政 と徴税の単位は決 して社会の現実にそうものではなく,

従来関わ りのない領域がまとめられ,運 営上の問題を生んだ。同時に政府は土木事業

局が中心 となり,強 制的に労働力を調達することで道路や橋などの整備を進めた。こ

うした実質的な植民地運営を行 うにあたってオラソダ側は,基 本 となる社会のとらえ

方を提示 した。統治の大前提 として平和 と秩序を掲げるオランダ政府は,社 会観をま

ず打ち立て,そ こから逸脱 したからこそ現代のバ リ社会の混乱があると考えた。だか

ら,自 ら提示 したモデルに従った元来そうあるべき社会へ 「復興」させ,そ れによっ

て平和 と秩序を回復することがオランダ人の義務だと訴えたのである。

　基本 となる社会観を簡単に述べれば次の ような ものである[cf.　ScHuLTE-NoR-

DHOLT　 1986】。王家ないしはそれにつながる貴族階層と一般の人民にまず明確な区別

をもうける。そ して,貴 族階層 とは ヒンドゥー文化がイスラム勢力に追いやられた時

期にジャワからバ リに到来 した人々であって,つ まりはバ リにとっては外来者なので

あ り,そ れ以外の一般の人民こそ真のバ リ人である,と 定義す る。人民の社会は身分

格差のない平等かつ民主的なもので,互 いに独立した世界を構成 してお り,宗 教が社

会の運営原理になっていると見る。

　それにたい して,貴族階層をめぐってオラソダ側は矛盾 した考え方をいだいていた。

一方では真のバ リ人民を外来の専制君主による恣意から保護す るという倫理的配慮が

口にされ,王 族をはじめ とした貴族階層は攻撃された。しかし他方では,オ ランダ側

にとってはジャワの黄金時代を意味するヒンドゥー文化を伝える担い手 として貴族層

は保護された。実際には,文 化面と政治面が切 り離され,専 制的だ とオラソダにみな

された旧来の政治的権利は廃止された。例えば,オ ラソダ側がアヤハソ・クダレムア

ン(ayahan　 kedaleman)と 総称 した儀礼や建築物の維持に物的資材や労働力を動員

する権利や,王 家ないしは寺院に所属する田の使用権を与えて,一 定量の収穫を納め

させ るとともに労働義務 も課す プチ ャ トゥ(pecatu)【cf.　 GuNNING　 en　vAN　DER

HEYDEN　 1926】と呼ばれるシステムが禁止ない しは制限された。その一方,彼 らの文

化的知識は重視され,こ の階層は強制労働から免除され,ま たプンガワに採用される

＼resident)一 監 督 官(controleur)と 下 る オ ラ ン ダ 側 の 系 列(ヨ ー ロ ッ パ 人 官 僚 機 構

　 =Europees　 Bestuur)と,知 事(Stedehouder)な い しは県 長(regent),そ の 下 に 行政 に従 事

　 す る プ ソ ガ ワ(punggawa),徴 税 に従 事 す るス ダハ ソ(sedahan)が 位 置 す る・ミリ側 の 系 列

　 　 (原 住 民 官 僚機 構=Inlands　 Bestuur)が 置 か れ て い る。 オ ラ ン ダ側 に よ るバ リ側 の 監視 が貫

　 かれ る なか で,両 者 が 平 行 して存 立 す る こ と で間 接 統 治 シス テ ムが 成立 して い た。 そ して こ

　 の地 方 行 政 シス テ ムが,バ タ ヴ ィア に あ る 中央 政 府 の 内 務部(Departement　 van　Binnenlandsch

　 Bestuur)の 管 轄 下 に あ った 。 内 務 部 も含 め て あ らゆ る部 局 の うえ に立 つ 最 上 位 の 長 が,総

　 督(Gouverneur　 Generaal)で あ る。
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例も多かった。それと同時に,こ の階層にかぎ り身分格差が存在することを認められ,

身分を示す三つのカテゴリー(そ れをオランダ側はカース トと呼ぶ)を オランダ側が

設定 した。オラソダ側が導入したこの秩序は現実にそぐわず確執を生んだ。

　以上のような19世紀末期からの政治過程とオラソダによる統治の始まりは,バ リ的

な王国システムから植民地体制への変化を意味 していた。王国システム(negara)は,

中心 となる王家を核 とした階層秩序を軸に組み立てられていた。王国の安定をつかさ

どるのは最終的に王である。王はおもにふたつの面で安定を確立 した。ひとつは王を

中心に点在する有力者 との同盟関係による軍事的動員,も うひとつは汚れの駆除,水

利の維持などを目指す儀礼や王自身の通過儀礼によって実現される宇宙論的秩序の維

持,で あるi2)0王は,世 俗的な意味での統治をこえて,見 えない世界か らの力によっ

て見える世界の秩序を維持する存在だったのである 【cf.　WIENER　 1990]。

　前者の政治関係は,決 して安定 したものではなかった。ひとつには,オ ランダの見

方とは対照的に王自身の政治力は強 くはなく,ま た王族内部の争いや王の死が王国の

不安定さに直結していた。同時に,地 方の政治的有力者と王 との関係も不変ではなか

った。有力者は階層的な身分意識 と政治関係の強度に応 じて王を中心として同心円的

な関係を構成 していたが,外 側に位置する有力者は他の王との同盟関係を結ぶ可能性

を常にひめていた。すでに見た19世紀末のパ リ内部の混乱は,オ ラソダ進出を目の前

にした王国間の勢力の維持ないしは拡大の意志が動機 として背景にあったわけだが,

実際にはおのおのの王は戦争による混乱を収拾 して安定を維持するために兵力の動員

をはかるものの,敵 を倒せば同盟関係が変 りまた新たな敵があらわれる繰 り返しに陥

った結果であった。

　後者の宇宙論的秩序の維持をつかさどる王の役割は,オ ラソダ側の視野の外にあっ

た。同盟関係による兵力の動員は王 と有力者の直接的な交渉から実現され,関 与する

一部のバ リ人がそれに参加した。 しか し,儀 礼の実現には物質と労働力 との両面を動

員するシステムが存在 し,す べてのパ リ人が深 く関わ っていた。王と人民を区別 した

オランダ側の見方は,こ の関係を完全に見落 としていた。それぼか りかオランダ側は,

儀礼を実現するシステムを王の恣意のままに人民を動員する権利であるとしか見てい

なかった。この権利は,専 制君主の搾取を示す例だと判断されたのである。そのため,

オランダ政府はこの権利をぜひとも廃止 し,王 の搾取から人民を解放する必要を訴え

12)パ リの王 国 に つ い て は,Schulte-Nordholt[n.d.】 とC.　Geertz[1980】 が 詳述 して い る。 しか

　 し,後 老 の研 究 は 儀 礼 を つ う じて宇 宙 論 を さ さxる 王 の 位置 ばか りが一 方 的 に 強 調 され てお

　 り,前 者 の研 究 の著 者 は こ の と らえ方 の一 面 性 を 批 判 して い る 【SCHULTE-NORDHOLT　 1981】。
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た。

　 こうして王にかわって新たな統治者になったオランダ政府は,復 興による平和と秩

序を目標に掲げたものの,復 興されるべきだとされたのは王国システムではな く,オ

ラソダ側が想定 したバ リ社会であった。架空の社会を 目標に置いた統治政府は,同 時

に地方 レベルでの社会システムや政治関係に関する細かい知識も欠いていた。その結

果,上 に述べたように,身 分制度,行 政と徴税単位など統治システムを整備する段階

で矛盾と混乱が生 じた。実質的な見返 りのない強制労働への不満ぼか りでな く,根 本

的な社会問題が生 じていたのである。

　大地震の年1917年,パ リ全体への統治が始まって10年 がたとうとしていたこの時期,

社会の矛盾 と混乱は明らかになっていた。そして地震のわずか数ヵ月前,オ ランダ政

府は王国システムの最後の名残 りを消し去 った。保護領に認定され,知 事の地位を与

えられていた旧王家が持 っていた儀礼への物資 と労働の動員権の禁止である。確かに,

19世紀の末期に近づ くにつれて王国システムは混乱を深めていた。 しかし,バ リ人が

王国の考え方を放棄 したわけではなかった。オランダ軍を前にした集団自決によって

三つの王国が消滅 した。それでも,い ち早 くオランダ側につき保護領 と認められた王

家はまだ続いていた。しかし,彼 らの宇宙論の秩序維持を可能にする最後の権利がこ

うして廃止されたのである。

　 ここで重要なことは,宇 宙論的秩序の混乱には,疫 病の流行,不 作,そ して地震と

いった天災も含まれていた事実である。天災は汚れがたまった明らかな結果であ り,

宇宙論的な秩序の乱れを意味 していた。王はこの乱れから秩序を回復する義務をおっ

ていたのである13)0オ ラソダ側にしてみれぽ,統 治を貫徹 した うえで最後に残った王

の権利を禁止 したまでである。バ リ側にすれば,儀 礼への動員権を廃止されることに

よって,秩 序回復の役割を王が担 うことは不可能となった。 こうして社会的混乱が進

み,王 国システムのオランダ流の世俗的な統治体制への移行が最終的に宣言された直

後,混 乱をさらけだし,移 行の意味を試すかのように大地震がバ リ南部を襲 ったので

あった。

　地震直後,バ リ側は地震の原因を宇宙論的秩序の乱れに求めた。カランガスムの知

事を代表として,理 事官に地震の原因を天罰説に求める書簡を示したのである。後に

詳 しく述べるように,ブ サキ寺院の維持運営を怠 り,儀 礼を行わなかったことが神の

13)Wienerは,王 国の秩序と天災との関わりを強調している。しかも,1963年 のアグソ山の

　 噴火にともなうエピソードを紹介しながら,宇宙の秩序と天災とを結びつけることでかつて
　 の王国の秩序が再び想起され,現 時点の文脈における新たな文化的意味づけが行われている
　 事実を指摘している【WIENER　1990:87-881。

274



永渕　　1917年 パ リ大地震

怒 りをまねいたとその書簡は述べている。それにたいしてオラソダ側は,宗 教問題と

してではなく,文 化保護の立場から地震によって被害を受けた・ミリ人の建築物の再興

へと乗 りだした。 この決定にいたる過程のなかで,バ リ文化をどうとらえるかをめ ぐ

って論争が展開された。そ して再興事業に政府が関与したことで,バ リ文化がバ リに

おいてオラソダ人による意識的な操作の対象となったのである。

　政府が関与するにいたる実際の経過をさらに詳 しく見ると,次のようになっている。

地震直後2月 の初旬,文 化サー クル連合代表 の地位 にあった建築家 モーイエ ソ

(P.A.　J.　Moojen)は 総督あてに書簡を送 り,バ リ文化保護の立場からオラソダ政府

の指導によって再興事業を進めることが必要であると訴}xた。そして,す でに以前に

・ミリ滞在の経験を持ち,バ リ文化,特 に建築文化に深い関心をいだくモーイエソ自身

が,再 興事業を指導 し教示する役割を正式に(つ ま り,政 府から委託を受けた代表 と

して)担 いたいと申しでる【d6】。この要望書は教育宗教省にもあてられてお り,そ の

下部機関である考古学担当局が実質的な判断にあたった。局長は不必要な文化介入に

つながるとしてモーイエソの要望に否定的な見解を示 し【d7],それを教育宗教省は追

認 した[d8]。

　 この見解を受けて,中 央政府側はバ リ理事官に判断を求める[d10]。 理事官は現状

を報告 した うxで,文 化保護の視点から政府が指導する再興事業の必要性を訴える。

彼はバ リ側だけでは再建は不可能であ り,政 府の援助を望んでいるのはむしろバ リ側

である事実を強調 し,モ ーイエソの採用に好意的な意見を送る 【dl1】。それにたいし

て考古学担当局はやは り文化介入の危険性を繰 り返 し,か りに最小限の政府の指導が

要請された場合は,モ ーイエンのような民間人の建築家ではな く,考 古学担当局の役

人が望ましいと判断する[d18】。それに答えてモーイエソ自身は総督に直接書簡を送

り,教 育宗教省側のバ リ文化非介入主義を攻撃する[d21]。 同時に理事官は同 じく総

督あてに推薦状を送 り,再 興への政府の援助の必要性を確認 し,モ ーイエソ採用を再

度強く推 している 【d241。教育宗教省側は,政 府の援助による再興事業の是非 とバ リ

文化の保護問題に関して調査するようにバタヴィア学術協会に依頼するld23】。依頼

を受けた協会は3名 の調査委員を選出し,彼 らは1917年8月20日 から29日 までバ リを

視察 し,報 告をまとめる 【d26,281。同時に考古学担当局は,パ リへ役人を派遣でき

ることを教育宗教省に確認 している 【d25】。報告書は考古学担当局長の従来の意見に

具体的な根拠を与える内容となってお り,教 育宗教省は報告書の内容を整理した うえ

でこれまでの見解を総督に明示 した[d29]。

　 中央政府側は,バ リ文化への非介入主義を強調する委員会でさえ合意するブサキ寺
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院を代表 とする寺院の復興,そ してプリ再建への政府からの援助,こ の二点について

は政府の関与が不可避であると判断し,復 興費用の見積 りとどの程度のプ リ再建への

援助が必要かを判定する専門家の派遣を教育宗教省をへて考古学担当局へ求める

【d35,36】。それに応えて考古学担当局長は,考 古学 と建築の専門家2名 をバ リに派遣

することを決定した[d37,38】 。実際には,1917年11月25日 から12月14日 までパ リへ

の視察旅行を彼らは行い,短 い報告書を提出しただけにとどまったId42,43,44,46】 。

この視察団は考古学的ないしは建築学的な本格的な調査は行わず,ま たバ リに長期に

とどまり再興事業に貢献することもなかった。視察団のバ リ滞在中,理 事官は総督あ

てY'地震再興に関する所見を送 り,そ のなかで先の委員会の報告を正面から攻撃 し,

再興への積極的な政府の関与の意義を主張 し,モ ーイエソの立場を再び擁護す る

[d41]o

　考古学担当局が派遣 した専門家たちがはっきりとした結果をださないなか,中 央政

府は委員会の見解を否定 し,か わって理事官の所見を入れてモーイエンの採用に傾い

た 【d471。これを受けて教育宗教省は,援 助金の計上のために再建が必要な建物の分

類が直ちに着手されるべき仕事であることをモーイエンに伝え,そ れに関する計画書

の提出を求める。それとともに同省は,モ ーイエソとの間で政府 との契約関係Y'は い

る具体的な条件(期 間,経 費など)を 交渉 した 【d48,49,52】。そして1918年5月,モ ー

イエンは正式に政府 と契約を結んだのである 【d541。

　バ リにおいて被害状況の調査を行い,援 助が必要な建築物の分類 と経費の算出作業

を進めたモーイエンは,バ リ文化保護をめ ぐる考察と助言を含めた報告書を1919年1

月末総督あてに提出する【d59】。同時に,こ の報告書にたいする理事官[d60】,教 育宗

教省 【d61】,内務部 【d62】の見解も総督に送 られ,そ れをもとにバタヴィア政府は援

助対象の認定 と政府援助金の算定にはい り 【d65】,土木事業局 【d68】や産業工芸局

【d69]にも助言を依頼した。

　オラソダ政府による再興事業への援助は,1920年 代にはいってなしくず し的な終結

を迎える。新たに理事官となったダムステ(H.T.　 Damste)は,再 興事業への介入に

は否定的な態度をとった。援助金は打ち切られ,進 められていた事業は経済的な支援

を失った。ある部門ではバ リ人は独 自に再興を進めた。 しか し,オ ランダ政府はバ リ

文化への積極的な介入を打ち切 ったのであった。

　 こうして地震以後,オ ラソダ側 とバ リ側は積極的な対応をせざるをえなくな り,文

化が問題として提議され,新 たに構成 されてい く。 この過程は,Thomas[1992a:

213]が 言 うような 「対応的な文化形成」の一例と言えるだろう。オランダ側 とバ リ
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側はそれぞれ違 った文化にたいする立場からまず地震に対応 し,そ れを進める過程で

相互の対応の仕方に応 じざるをえなくなってい く。そこにおいては,多 方面の意味に

おける双方の取 り込み作業が進行していた。オラソダ側は,援 助金の充当を決定する

過程で経済的に,宗 教的側面を肯定する意味で精神的に,旧 王国制度の延長を拒み,

あ くまで統治官僚機構の確立を 目指すなかで再興問題を処理 したとい う意味で社会制

度的に,そ れぞれ取 り込み作業を押し進めた。それにたいしてバ リ側は,ブ サキ寺院

再興の自由をオランダ側に認めさせる過程で逆にオラソダ統治をパ リ的な世界へ と取

り込んでいる。さらにオランダ側の対応において注目すべきことは,官 僚機構による

「文化の断片化」【HANDLER　 l　988:109-132]が 明らかにあらわれている点である。

全体的にバ リ文化を把握しようという姿勢はひとりモーイエンだけが維持 していたの

であり[cf.　MOO7EN　 l926】,文化論争に加わった統治機構内部の参加者は官僚機構の

分割に従って不可避的にバ リ文化を分割 して処理していた。内務部は統治機構の維持

という観点からプリ再建問題を重視 し,理 事官やバタヴィア学術協会は文化の保護と

いう観点から寺院の再興問題を重視 している。この立場の違いに文化の断片化は端的

に見てとれる。次に見るように,ブ サキ寺院再興問題 とプ リ再建問題が論争課題とし

て分離 して議論できるのも,こ の文化の断片化の結果である。

皿.ブ サキ寺院再興問題

　バ リ最高峯アグソ山の中腹に位置するブサキ寺院は,現 在疑いなく最高位の寺院と

してバ リの宗教世界の中心をしめている。バ リ人のなかでブサキ寺院がしめる地位に

疑いをはさむ者はなく,観 光ガイ ドを含めてあらゆるバ リ文化を紹介する書物はこの

寺院をたたえている。現地からも海外からもブサキ寺院は確固とした承認をえている

のである。近年では,た んにバ リ人の宗教性の中心にとどまらず,インドネシア 共和

国内のヒンドゥー教徒の総本山ともみなされるようになってきた。現代のバ リ宗教の

歴史を語る公的かつ一般的な見解においては,ブ サキ寺院はすでに古 くから現代のよ

うなバ リ宗教の中心寺院 としてバ リ人の信仰を集めてきたとされている。実際にはブ

サキ寺院は複雑な歴史的変遷をたどってお り,1917年 の大地震はひ とつの 「転換点」

【STUART-FOX　 l987:3451で あった。

　地震から一 ヵ月余 りが経過 した3月6日,保 護領 とされたカラソガスムの知事,ギ

アニャールとバソリの県長,プ ソガワ,僧 侶,そ して数千人のバ リ人がブサキ寺院に

集 まり,儀 礼を行った。この寺院を1901年 以来16年 間放置 し,儀 礼を行わなかったた
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めに神の怒 りをかったことが今回の地震の原因であることを彼らが認め,神 の許 しを

乞 う儀礼を実施したのである[KEIvlMERLING　 1918:23;NIEuwEN㎜ 　1922:205】。

地震の原因を天罰説に求めたのは,バ リ側の独自の行動である。この儀礼の直後に上

記の有力者と僧侶が集まり,会 議が持たれた。一刻 も早 くブサキ寺院を再建すること

がこの場で決ま り,こ の決議をカランガスムの知事が代表とな り全バ リ人の名で文書

にまとめて理事官に提出し,統 治政府側の合意を求めることになった。それを受けて

理事官はおもだった行政官(副 理事官,監 督官,秘 書)お よび僧侶も含めたバ リ人代

表を集めて会議を開 く。その結果,一 般的な立場 としてバ リ人の宗教信仰問題に関 し

てはバ リ人側にまかせることに政府側は同意 した。ブサキ寺院再興計画を政府は許可

し,ま たパ リ側の再興資金の調達には反対はせず,そ ればか りかブサキ寺院の文化的

価値を考慮して援助金の支出を決めた。

　理事官に提出されたパ リ側からの文書は,バ リ諸勢力の敵対によるブサキ寺院の放

置が地震の原因であると最初の項 目に明言されてお り,全体は11項 目からなっている。

その内容は,再 建 とその後の儀礼執行の責任者,再 建事業をめ ぐるオラソダ政府 との

関係,資 金の調達方法,再 建作業の実施方法を示 し,最 後に信仰 と統治権との関わ り

とそれをめ ぐるオランダとバ リとの関係についてふれている。全体の基調として,オ

ランダ政府とバ リ側 との協力関係のなかでブサキ再建 と儀礼の執行が進められる旨が

強調されている。そして,そ の協力関係を率先 して主張 したのはバ リ側の方であった。

　 この一一連のオランダ側とバ リ側の行動 と文書の内容から判断 して,以 下の点が指摘

できる。まず第一に強調されなけれぽならないのは,植 民地統治という新たな現実の

なかでブサキ寺院の文化的価値が承認され,バ リ文化を代表す る表象 として客体化さ

れた事実である。確かY'...,バリの歴史を語る代表的文書であ り,バ リ社会Y'　 けるブ

サキ寺院の重要性を しるす伝説が語られている現地語文書Usana　 Baliが19世 紀半ぽ

にオランダ語で紹介されていたことによって 【FRIEDERICH　1847】,政府側はブサキ寺

院の文化的な価値を疑ってはいなかった[cf.　NIEuwENK㎜ 　 1922:207】。早い時期に

援助金の出資が決定されたのはそのためである。一方バ リ内部においても,19世 紀に

はブサキ寺院が王家間の政治的境界をこえたバ リの最高寺院であるという認識は,少

な くともイデオロギーとしてすでに広がっていた 【STUART-Fox　 l987:336-337】。19

世紀の末期においてタパナソ,バ ドゥソ,そ してギアニャールの各王国が,ブ サキ寺

院に関して固定された役割を担っていなか ったにせよ,諸 王国が協力してブサキ寺院

を運営するのが望ましいとする考え方が存在 した事実はい くつかの文書に記録されて

いる[STUaxT-Fox　 1987:340】。 しか し現実には,先 述 した諸勢力の争いのなかで各
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王国はブサキ寺院をかえりみることなく,イ デオロギーとは逆に寺院は荒廃をまぬが

れえなかったのである。地震を契機 としてパ リ側が行動を起こし,そ れにオランダ側

が応える過程で,「文化的」建築物としてブサキ寺院は再興されたのである。

　第二に,宗 教信仰の問題をバ リ側にまかせる旨を政府 として決定 したことは,パ リ

側に独 自の宗教性を承認 したことにな り,そ のことは,実 質的な政治的権利はオラソ

ダ政府が握っている以上,オ ラソダ側による政治とバ リ側による宗教とい う二分法が

成立したことを意味する。この二分法が成立 した政治的意味は微妙である。バ リ側か

らすれば,バ リ人の独自の精神世界の存在が認定され,そ の特異性を対外的にきわだ

たせる表象となる文化の中心をブサキ寺院として新たに提示できるようになったと見

ることもできる。 しか し同時にオラソダ側からすれば,文 化の中心の復興に手を貸す

ことで,文 化保護 という姿勢を明示できる対象を見いだ したことにな り,現 地側の文

化に理解を示す良き統治者という姿勢を対外的にもバ リ内部にも明示できることにな

る。文化的配慮を目に見えるように示すためには,文 化的中心の存在は政治的に見て

好都合なのである。

　第三に,ブ サキ寺院の再編成はオラソダ側とバ リ側の双方からの取 り込みが進むな

かで起こっていたことが文書から読み取れる。オラソダ側 とバ リ側とによる 「協調的

な文化の客体化」 【TxoMas　 l992a:213-214】 が起こったと言ってもいいだろう。オ

ラソダ側は,文 化保護という名 目で供出された資金援助によってバ リ人の精神世界を

経済的に取 り込んでいる。政府は,ど ちらかと言えば受け身の姿勢でこの過程にのぞ

んでいた。援助金もバ リ側の要請に応えたものであ り,文 化保護 という名 目もモーイ

エソという行政官ではない人間からの訴えによって喚起されたものである。しかし,

後述するように,後 に政府は,地 震によって確立された文化の表象 としてのブサキ寺

院の地位を利用して,積 極的にパ リ人の精神世界を統治システムへと取 り込んでい く

ことになる。

　 バ リ側からの取 り込みは,バ リ人の独自の宇宙論か ら導きだされた天罰説14)と い

う地震の原因論がオランダ側に受け入れられたことにある。オランダ側がこの天罰説

をどのように受け入れたのかはわからない。例えぽ,パ リ側が文書のなかで言及 して

いる神の名 とそれが持ちだされる必然的理由をオラソダ側が分析 した痕跡は見つか ら

ない。バ リ側の論理に関して,オ ランダ側は関知外さらに言えぽ無視したとさえ言え

14)天 罰説自体はカラソガスムの知事が唱えたものではなく,も ともとプサキのPerbekel(地

　 方行政の長)の 義父が地震は神の怒りであるとする御告げを受け,そ れをPerbekelがRen-
　 dangの プソガワに報告し,彼 がカラソガスムの知事に伝えたとされている　【STUART-FOX
　 1987:345]0
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るかもしれない。 しか し,ブ サキ寺院再興が許可されることは,ナ ランダによる政治

統治とい う現実をバ リ側の宇宙論に取 り込むことにもつながった。

　バ リ側が提出した文章の内容には,統 治の現実を取 り込むバ リ側の思考が語られて

いる。文面にはバ リの神とともにオラソダ女王の名が並べ られ,と もにたたxら れて

いる。「最高神(Sanghijang　 Akasa　Pretiwi)を われわれは崇拝するが,そ れ と同時に

蘭領東インドの父であ り母としてウィルヘル ミナ女王も尊敬する」。「ふたつは(注 一

バ リの神 とヨーロッパの王)ふ たつの大きく高い山のようなものなのである。お互い

に信 じることをな くしたら,衝 突が起 こるであろ う」。「オランダの王は最高神

(Sanghij　ang　Darma)と 並ぶものであ り,そ うなれぽ地上の不安は消えるであろう。

また}オ ランダの王は恵み深い影をたたえるワリンギンの木なのである。力あるかぎ

り,わ れわれ蘭領東イソドの人民を常に守 り続けて くれるであろ う」【d9:8-9]。バ リ

人の宇宙論においては,最 高神 と王を同一視する,つ まり王をこの世における神の顕

現と見る考え方が存在 したことはなかった。支配者は,あ くまで神の存在を代行する

代理人と位置づけられていた15)0上記のバ リ側の文書は,こ の思考の延長 としてオラ

ソダ統治を位置づけている。つまり,支 配者は神の代理 とされていることで,神 と支

配者の関係をかえることなしに,言 い換えれば少なくとも宇宙論の領域においてバ リ

の支配者はバ リ人であるとの認識をかxる ことなしに,神 の位置にバ リの神 とともに

オラソダ女王の名が加えられているのである。

　こうして統治の現実を自らの思考に取 り込もうとするバ リ側の動きは,宇 宙論的な

説明を意識的にオランダ側に突きつけている点できわめて政治的である。確かに,新

たな神の名が加わったことで,バ リ側の宇宙論自体 も持続は許されず変容 した。 しか

し,統 治体制にオランダ側がバ リ社会を組み込み,バ リ側はそれを受動的に承認 した

とい うような一方的な関係ではなく,バ リ側も自らの思考を客体化して政治的に利用

し,独 自性を主張しうる場所を確保していたのである。

　第四に,全 バ リ人が関与する市民的な寺院としてブサキ寺院が位置づけられた。ブ

サキ寺院の再建はバ リ人全体の参加にもとついて実施されるべきだとする方向が,文

書に示されているのである。寺院建築物の維持は,現 在知られているかぎ り19世紀ま

での段階では,王 が自らに関係するブサキ寺院の部分を管理し,そ れ と同時にブサキ

周辺の村落も建物の維持にあた り,さ らには王の権利(ア ヤハソ ・クダレムアソ,プ

15)　 「王は儀礼の過程 において神 の象徴を運ぶ担い手なのであ り,そ うす ることで王は神 と同

　 一 では な く,仕 え る者 である と理解 されていた。支配者は,聖 な る神の この世 における代理

　 人だったのであ る」[STUART-Fox　 1987:323】。
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チ ャ トゥ)に 帰属 していた田で働 く人hも 維持管理に従事 した とされ ている

【STuART-Fox　 1987:335-336】。 しかし,上 記バ リ側が提出した文書には,バ リ人全

体がそれぞれの土地所有の範囲に従 った支出金を供出すると述べられている。これが

どの程度徹底されたかは問わないとしても,バ リ人がブサキ寺院に関わる事業に全体

として参加するという考え方は,こ の1917年 の地震において最初に登場 したものであ

る。ブサキ寺院はバ リ人全体の問題であるとみなし,こ の立場に立って人民を動員す

る方向がこの時はじめて提示されたのであった16)。

　第五に,オ ラソダ勢力を前にして塗 りかえられた新たな政治地図をブサキ寺院再興

事業は反映 している。オラソダ支配が始 まる段階で 「勝ち組」 となった旧王家は,地

震再建の際指導権を握 っている。18世紀の半ぽ以降ブサキ地域はカランガスム王家の

勢力圏に組み込まれてお り,カ ランガスムの知事が再興事業におけるパ リ側の代表 と

なっていることは うなずける。 しか し,カ ラソガスム王家はブサキ寺院の所有権を主

張しておらず,ま たクルンクン王家が握 っていた儀礼の執行権を引き継いでいるわけ

でもない 【STuART-Fox　 1987:336-337;WIENER　 1990:73-74]。 さらには,こ れまで

ブサキ寺院運営に固定された役割をはたさなか ったギアニャール王家が代表として文

書に名をつらねている。文書にしるされた代表者の名は,植 民地状況が作 りあげた勢

力地図以外にその根拠はないのである。

　同時に,再 建とその後の儀礼執行の指導権をえたことで,代 表となった三つの旧王

国は,バ リ内部での地位を明示する好機をえたと言える。旧来の王国システムに起因

する権利は禁止され,実 質的な政治権力が彼らに与xら れているわけではない。 しか

し彼らは,彼 らの主導のもとにパ リ人を集合させ,独 自に資金を調達できる結果とな

った。これが彼 らの意図による 「陰謀」であったかどうかはわからない。 しか し,特

に旧王家は世界状況とパ リ内部の状況に通 じてお り,対 外的な承認を対内的に利用す

る効果を知っていたと十分推測できる。Philibert【1986:9】が指摘するように,世 界

性に熟知 したエ リート層が文化形成に没入しえたと言えるか もしれない。従来から共

有されていたブサキ寺院の位置づけを地震 という天災に反応するかたちで植民地統治

とい う新たな現実のなかで利用することで,「勝ち組」となった旧王家はバ リ内部に

おける自らの勢力を示しえたのである。新たな政治的力を儀礼 という旧来の装置にお

16)Stuart-Foxの 見 積 りに よれぽ,ブ サ キ寺 院再 興 事 業 に ナ ラ ソ ダ側 が支 出 した 金 額 は,政 府

　 　(f.25,000),女 王(f.1,000),個 人 の会 社 機 関 の 寄 付 か らな っ て い る。 一 方,事 業が 終 了す

　 る時 点 で支 出 され た 金 額 は,約f.100,000と 概 算 され てい る。 そ の 点 で,再 興 に 投 じ られ た

　 総 費 用 の お よそ75%は バ リ側 が支 出 した とStuart-Fox【1987:348]は 述 べ て い る。
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いて顕示するという逆説的な帰結に彼 らは恵まれたのであった。

　以上のように,バ リ文化を代表する表象としてブサキ寺院が物理的に地震の被害か

ら再建され,文 化的にその価値が客体化される過程において,政 治と宗教 という二分

法が顕著に示され,オ ラソダ側とバ リ側双方がら取 り込みが生 じ,こ の寺院の市民性

が表明され,新 たに台頭 した政治的勢力は自らの力を顕示 した。文化的価値の認定と

その対外的な象徴としての利用が,社 会制度の成立と社会内部の権力関係に結びつ く

過程を,地 震直後から起こった一連のブサキ寺院をめぐる動きが明らかにしている。

　地震当時,「 負け組」の旧王家の関係者がバ リから追放されている状況にあって,

政治体制はまだ形成段階にあった。しかしその後,政 治体制の整備が進み,旧 来の王

国システムを吸収した間接統治体制が打ち立てられていく。その時期に,ブ サキ寺院

もバ リ文化の統合の象徴 として位置づけられ,政 治的に利用されていく。 ブサキ寺院

の文化的客体化とその政治利用は,地 震以後にも継続されるのである。

　 1920年代の後半には 「勝ち組」ばか りでなくすべての政治i担当者がブサキ寺院運営

に関与 していた事実はすでに知られている17)01929年 になってオランダ政府は旧王家

を復帰させ(Staatsblad　van　Nederlandsch-lndie　1929　no.226,以 下Staatsblad),旧 王

国の領域における王家の政治的指導権を認め,王 家同士は統一組織(Paroeman　 Kerta

Negara)を 作る。そして1938年,各 王家は自治権を認められ(Zelfbestuursregelen),

バ リにおけるオラソダ流間接統治は完成へと進む。そ して同年,ガ ルソガソと呼ばれ

るバ リ全土で最も重要な儀礼の日にあたる6月29日,自 治を認められた八つの旧王家

の承認式が,統 治の中心シソガラジャや南バ リの中心デソパサールではなく,ブ サキ

寺院でとり行われたのである。統治政府がとった文化戦略はあざとい政治技巧だと言

わなけれぽならないだろ う。政治 と宗教の二分法を彼らは巧みに利用 した。自治権を

認めると称 して間接統治下に置き,実 質的な政治力は無力化させ,文 化的には逆にブ

サキ寺院を代表 としてバ リ文化を最大限に前面に押 しだ し,バ リ人の独自性を手つか

ずのままに認めている身ぶ りを見せているわけだ。現地文化に理解を示す良き統治者

オラソダは,飼 い慣 らされた・ミリ人を高みか ら見おろしうる椅子を手にした18)0政 治

的技巧が頂点を迎え,植 民統治下の政治体制が確立するとともに,バ リ社会の統合を

しるすブサキ寺院の地位は明らかになった 【STuART-Fox　 1987:355]。

　 こうしてブサキ寺院が統合の象徴 として確立され る過程は,社 会体制 と表象の政治

17)1928年5月12日,ブ サ キ運 営 に 関 わ る経 費 を つ の るべ く実 施 され た 闘 鶏 に バ リ南 部 すべ て

　 の政 治担 当者 が参 加 したIS四 憾T-Fox　 l987:351】 。

18)van　 der　Kaaden【1938】 は,こ の姿 勢 を 誇 ら しげ に語 って い る(写 真3)。
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写 真3　 ブサキ寺 院 にお け る自治権 承認 式。 自治 領代表 を前 に演説す る理 事 官IVAN　 DER

　 　　　KnnnEx　 　1938:265]a

写真4 王立周航船会社(K.P.M.)が 観光客 むけ に英語で出版 した解説付写真集[Goias　 1930

ca.】に登場するブサキ寺院。　W,　Spiesに よる写真に当時バ リをめ ぐる最高 の学識を誇

ったひ と りR.Gorisが 説 明を加えている。紹介 されている他 の寺院 のなか でもバ リ全

土を見降 ろす 鳥瞼的な ア ングルが選 ぼれ てい るのは ブサキ寺院だけ であ り,社 会の ヴ

ィジ ョンを提示 す る視点 としての位置 を この寺院は与え られて いる ことがわか る。 ま

た写 しだされ てい る塔は,そ の層が重 なる形状 がバ リ社会の階層的秩序 をあ らわ して

いる。「バ リ民族の聖地であ り,旧 王国すべ てが おのおのの寺院を持 っていた」 と説明

は語 ってい る。
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に関わる複数の効果を可能にした。パ リ内部では社会秩序の中心が設定されたことで,

フーコー的な意味における一望監視システムによるバ リ社会の規律化が展開し始めた

1フーコー　 1977】。統治政府が意図 したかどうかは別 として,文 化的な根拠を承認さ

れた社会秩序の中心の設定に彼らが執心した背景として,こ の近代政治のまなざしの

力学を指摘 しておいて良いだろう。それと同時に,階 層性を遵守する秩序ある社会バ

リを語る際,ブ サキ寺院は秩序の中核として書物に記述され,こ の位置づけが対外的

に広まった。バ リ社会を語る中心的表象であると同時にバ リ社会を外部に示す対外的

表象 として 【cf.　K朋slNG　 1982:300】,表 象レベルでのブサキ寺院の機能が強化された

のである。中心的な表象が強化されるにともない,全 体論的な観点からの社会のヴィ

ジ ョソの提示が可能となる(そ れを示す例として写真4参 照)。 また寺院であること

で,社 会秩序の中心のみならず ヒソドゥーという宗教秩序の中心 としてブサキ寺院は

表象された。これによって,起 源にむか う遡及的な記述が より容易とな り,ヒ ソドゥー

という類型的かつ存在論的なカテゴリーへとバ リ社会をあてはめ,そ れ とともに昔の

ままという変化の可能性を無視する表象作用が強まった。『ぎ力説ブ酌才1編一蔵 としてオ

リエンタリズムを設定するサイー ドの言い方に従えぽ 【サイー ド　 1986:23】,ブ サキ

寺院が以前にもましてより明確に表象に組み込まれることでバ リ社会の 「オ リエント

化」が強まったと言えよう。地震が引き金となって起こったブサキ寺院をめ ぐる動 き

が,統 治下での社会秩序の形成 と表象の政治学の進展にいかに重要であったかがこう

して理解できる。

　 1938年 の段階で確立 した政治体制は,後 にバ リ島がインドネシア 共和国の一部 とな

って以後も引き継がれていく。植民統治下における自治領はインドネシア国家におけ

る行政単位(kabupaten)と して組み込まれたのである。1958年 のヒソドゥー教公認

以後,ブ サキ寺院もまた ヒン ドゥー ・バ リの中心寺院としてジャカルタ中央政府から

承認され,対 外的にも広 くこの寺院の役割が強調された。ブサキ寺院の役割は徐々に

強ま り,バ リ島のあらゆる地域の儀礼にも影響を与えてい く。文化の政治利用とい う

点か ら見ても,民 族文化を盾としながら政治的無力化をはかる戦略から見ても,表 象

の政治学から見ても,社 会秩序の中心設定に執心する点から見ても,植 民統治政府 と

インドネシア国家はブサキ寺院をめ ぐる政治技巧において似ていると言える。植民地

体制の延長 として現代のバ リ社会の政治体制があ り19),宗教世界の中心とされるブサ

19)　インドネシア 国家の一地方 としてのバ リ島 と王 国時代 にさか のぼる 「伝統」秩序が並立 し

　 て い る ように見 え るのは,植 民地 時代 に始 まる こ うした 「意 識的 な溶 接」【ア ソダー ソソ

　 1987:1SO]が 起 こったためである。
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キ寺院も近代におけるその起源は植民統治時代にあったのである 【cf.永渕　 1994c]。

皿.プ リ 再 建 問 題

　オラソダ統治政府のなかで地方行政に関わる内務部がバ リにおける地震再興をめぐ

って特に関心を払ったのは,プ リすなわち旧王族の住居の再建問題である。間接統治

システムを作 りあげていく過程で生 じた矛盾が,この問題をとおして照 らしだされた。

矛盾が生じる根本的原因は,一 方では間接統治という方針から旧王族につらなる人間

を統治官僚システムに組み込んだが,他 方では王族が元来持っていた権利をオラソダ

側が否定した点にある。旧王族が政府官吏となったことで,プ リが同時に政府の業務

を担当する公の建物 となった。同時に,プ リに物理的被害がでた場合それを修復する

方法は旧王国システムに由来する王の権利に帰属 し,す でに述べたようにオラソダ側

はその権利を地震の直前までに撤廃 していた。ここで,公 の建物である以上プリの被

害を放任するわけにはいかず,と はいえ旧来の王の権利を否定 したことで旧王族にプ

リ再建をまかせることもできず,オ ラソダ政府がプリ再建に乗 りださざるをxな い状

況となった。従来の王国システムと新たな間接統治 とい う政治体制とが接触する際の

矛盾が,プ リ再建をめぐってオランダ側に具体的に突きつけられたのであった。それ

と平行 して,文化財 としてのプリは保護 しなければならないとする文化面での配慮と,

プリ再建にオランダ側が出資するとしても経済的支出はできるかぎ り抑制しなけれぽ

ならないとする経済面での配慮が交錯するなかで,プ リ再建問題が内務部で議論され

たのである。

　 プ リの所有権 と公の建物との区別をめぐっては,ま ず1912年 統治政府はかつての王

の住居を個人の所有物ではな く,地 域行政のための公の建物であるといったんは定め

る。 しかし,行 政単位そのものに変更が加えられ,地 域によってはこの決定の履行は

難しくなる。加えて,プ リと官吏の住居は切 り離 した方が良いとする助言が受け入れ

られる。1913年 にはカラソガスム,ギ アニャール,・ミソリのプリは住んでいるのは官

吏だとしても所有権は個人に戻され,公 の仕事に従事する場所を政府が借用 している

ことになるために給与の他yr___.定金額が支払われることになった。

　 プリの維持に関わる旧来の王族の権利は先述 したアヤハン・クダレムアソ(王 族に

関わる物質的基盤の維持活動および儀礼の執行に必要な物資 と労働力を動員する権

利)の 一部であ り,オ ランダ側は最終的にそれをパ リ全土で禁止 した。オランダ統治

が開始された段階で,王 に帰属するアヤハン ・クダレムアソの権利は廃止される方向

285



国立民族学博物館研究報告　　19巻2号

にあった。武力併合された領域(バ ドゥソ,タ バナソ,ク ルソクソ)で は,早 い時期

にこの権利は廃止された。それ以前にナランダ側についたその他の旧王国では王族に

特別な地位が認められ,廃止は遅れた。地震の前年1916年 になってはじめてギアニャー

ル,バ ソリ,カ ランガスムにおいて廃止命令が公布 された(Staatsblad　 1916　no.

162-164)0

　アヤハ ン・クダレムアンの廃止にともない,政 府は建築物の維持などへの必要経費

として月々一定金額を支払 うことを決定 した。ところが,最 終的廃止から数ヵ月しか

たたない うちに起 こった地震によって,月 々の一定金額ではとても賄 うことのできな

い被害にプリがみまわれたのである。 この時,賃 金を払って物資と労働力を調達 しな

ければならな くなった官吏の一人ギアニャールの県長が,自 身のプリの再建費を要求

したのである。明確な数字を示 して援助を要求 したのは彼だけであ り,ギ アニャール

のプリ再建問題が政治課題となった。

　 この要求を受けた理事官は,以 上のアヤハン・クダレムアン廃止措置は県長側にと

って従来の力の大幅な抑圧であると認めた うえで実質的な提案を行 う。まず,要 求金

額が妥当かどうかを自ら判断することはできないとして,専 門の建築家の派遣を中央

政府に申請する。その一方,か つてのシステムを禁止 した以上資金の援助はやむをえ

ないが,同 時に期間と必要性を限定して従来の権利を認め,援 助金の対象をプリの一

部にとどめる,と の方策を示唆する。政府側からの支出を大幅に削減 しようという経

済的配慮が,こ の提案のねらいであった 【d27】。

　バタヴィアの内務部は,理 事官の提案を慎重にしりぞける。すでに政府決定によっ

て禁止した従来のシステムをたとえ条件付 きであっても採用することはできないとし

て,あ くまで援助金を支出する方向を内務部は明示 した。現地人官吏のみならずバ リ

人全体が地震の被害をこうむ ったのであり,か りに経済的配慮を優先させてアヤハ

ソ・クダレムアソを利用した場合,プ リ再建の物資 と労働力はバ リ側で確i保されると

しても,そ れは同時に供給 している人hに 物資の供出と労働の義務をしいることにな

ると内務部は判断 した。従来のシステムの代償 としてオラソダは援助金を助成すると

いう決定をあくまでも堅持 しようというのである。 この点から内務部の関心は,ど の

プ リにどれだけの援助金を与えるかとい う具体的な事項に移る。その意味で,建 築の

専門家が必要との理事官の要請には積極的に取 り組むよう教育宗教省に伝えている

[d34]o

　従来のシステムへの依存に内務部が踏みとどまったひとつの直接的な原因は,5月

17日スカワティ地区の住民による暴動事件である。警察によって火器が使用され,バ
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リ人に死傷者をだすにいたったこの事件はrギ アニャールの県長のプリにたいする無

報酬労働を不服とするスカワティの四つの居住集団(Banjar)の 住民が,労 働不履行

の罪にかせられるのに反対してギアニャールに押 し寄せたことに始まる。県長の報告

を受けたギアニャールの監督官ならびに副理事官がデモ行為の鎮圧のために警察の出

動を命 じ,火 器を使用する結果 となった。 白装束につつまれた主導者に率いられた

150名 ほどのこの行動は,抗 議運動 として地震後では最初のものであったzo>0今 回主

導者の一人は行動が政府にむけられたものではな く県長にむけられたものと述べてお

り,政 府の強制労働ではな くプリの再建への労働奉仕への拒否が動機であると政府側

はみなした。この事件から政府は,王 国システムの延長上で進められる再建作業が円

滑に機能するかどうかに疑いを強めた 【d15;LEKKERKERKER　 l920:205】。

　結局,プ リ再建に助成金をだすことを決めた政府は,モ ーイエンに必要経費の見積

りを委託する。モーイエンは,プ リをめぐる政治問題 よりは建築物として見た場合の

プリの文化的価値を評価 していた。内務部とは異な り,モ ーイエソはあくまで文化の

保護 という視点からプ リ再建に望んだのである。そして最終的には,ブ サキ寺院への

援助がそ うであったように,ダ ムステに理事官がかわった後,援 助金はたち消えとな

ったのである。

　以上のようなプリ再建問題を前にした統治政府の動きは,旧 バ リ王権への拒絶 と間

接統治への現実主義の葛藤と位置づけることができる。議論の中核には確かに,従 来

のバ リの王の権利を強行に否定するオラソダ側の姿勢がある。先述 したように,パ リ

統治を開始する時点から,王 国時代バ リの王はきわめて恣意的な専制をしいており,

王からバ リ人民を解放することがオランダ人の使命であるという認識を統治政府側は

持 っていた。この認識にもとついて,専 制的な王の権利は全廃すべきであると強 く主

張 され,ア ヤハン ・クダレムアンはまぎれもな く専制的権利だ とみなされた。 この意

味で,こ の権利に維持運営を依拠しているプリなどと呼ぼれる建築物はオランダ統治

下では本来認められる余地はない。たとえアヤハ ン・クダレムアンが禁止されること

で現在のバ リ人官吏が自らの住居つまりかつてのプリの再建に困難をきたしたとして

も,プ リ再建を政府が支援する必要はないとい うのである。土木事業局の監視官 とし

てバ リに派遣されたR.M.　 Soetatmoや 理事官ダムステはこの方向で自らの主張を展

20)　 スカ ワテ ィの住民は地震以前か ら道路建設な どの強制労働には強固に反対 してお り,こ の

　 事件に先立つ1年 間 の間に3度 行動 を起 こし,警 察が出動 してい る。スカ ワテ ィ地区 の住民

　 が特 に反抗的 であると政府は考えていた。文書 に しるされた解釈 とは別 に,ギ アニャールと

　 ウブ ドは対立関係 にあ り,ス カワテ ィでの反乱は この二者の勢力争いの一部 と見ることもで

　 きる。 なお,Robinson【1992:121-125]は 別の視点か らこの事件を分析 してい る。
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開 し,プ リへの援助にはきわめて否定的であった。彼らは統治の基本方針にあくまで

忠実だったのである。

　それにたいして内務部と理事官は,現 実的な立場か らバ リにおける地方行政にのぞ

んでいた。間接統治とい う方針から王国時代の政治的有力者を官吏 として行政システ

ムに組み込んだ以上,プ リの所有権 と公の建物の区別をめ ぐる議論はさけ られない。

王的権利の撤廃 という方針に固執することなく,か つての王や政治的有力者が現在の

行政官吏である事実を矛盾ではなく現実 として受けとめ,現 実的な問題解決を彼らは

目指 していた。ただ,プ リの存在を許 していた旧来の王の権利の存在理由を最も極端

にオランダ側に突きつける現実が起こってしまったのである。権利を剥奪するかわ り

に一定枠の金額を与えて囲い込む という実際的な解決方法は地震に よって崩れ さっ

た。確かに現実主義に立つとはいえ,経 済状況への配慮か ら条件付きでかつての権利

を容認する理事官が提示 した譲歩策を認めるまでにはいたってはいない。統治権の一

貫性だけはあらゆる現実的な配慮に優先されたが,援 助金の支払はさけがたい状況と

なった。それに先だって経費の算定が必要 となり,こ の実際的な要請を前に文化保護

を訴えるモーイエ ソの主張はす ぐさま受け入れ られた。内務部にとっては,モ ーイエ

ソ個人の動機がいかなるものであれ,算 定作業に進んで名乗 りでたモーイエンは渡 り

に船だったのである21)0

　つけ加えておかなければならないのは,プ リ再建問題において文化保護にことさら

ふれなかった内務部も再建されるプリの 「パ リらしさ」に危惧を表明している事実で

ある。ギアニャールの現地人官吏はバ リ人から見れぼやは り従来のように王とみなさ

れてお り,パ リ風の建物がここで新たに再建されれぽ,か つての王の威光への思いを

バ リ人が強めてしまうのではないかとい う危惧である。プリがバ リ的に再建される時,

従来の権威との断ち切れないつなが りを改めて認識する結果となる。バ リ風 とい う建

築様式にあえて内務部がふれるのも,従 来の有力者の権威が人々の目の前に提示され

る装置のひとつが建物であることを内務部が意識したためである。はからず も顕現 し

21)　 ブサキ寺院の再興 にたいす るモーイエ ンの立場を議論 する際Stuart-Fox【1987:350】 は,法

　 的権利上の オラ ンダ統治の合法 性へ の考慮 とい う観点か らモ ーイエ ンの立場を論 じてい る。

　 つ ま り,バ リの伝統的国家をオ ラソダ政府は引 き継いでい るのであ り,だ か らこそ オランダ

　 側は再興事業 に責任を持 たなければいけ ない とい う議論であ る。 しか し,こ れ まで見て きた

　 よ うに統治政府部内の議 論 も多様であ り,統 治の合法性を考慮 しているのはどちらか といえ

　 ばプ リ再建問題を議論す る内務 部であ り,モ ーイ エンはむ しろ文化 問題を 中心 にすえてい る

　 と筆者は見 ている。国家の寺院 としてのプサ キ寺院の役割を強調するため に統治の合法性を

　 め ぐるオランダ側の議論Y'-Stuart-Foxは 注 目してい るのだが,こ の議論は最 も一般的 な レベ

　 ルでの議論 であ り,そ ればか りを注視 して しま うと地震をめ ぐる議論 の多様性 をと りお とす

　 ことになる。

288



永渕　　1917年 バ リ大地震

て しまう王国的力の存在を地震によって内務部は新たに認識 したのである。

　プリ再建にまつわる文化面への配慮に関連 して,王 的権威の廃止を文化保護に直接

結びつける提言を理事官が提案している点もふれておかなければならない。王的権利

に属する田の使用権をオラソダ政府が握 り,お さめられた収穫を文化生産に関わるバ

リ人の集団に運用 しようとい うのである 【d60】。そ ういった集団に属する人hが,例

えば再建されたプリに彫刻をほどこす作業に従事すれぽ良いというのである。王に帰

属する権利を人民の集団に還元 し,ひ いては文化保護につなげていくのがねらいであ

る。バ リ人が集団作業を好むことは,道 路や橋の付設事業を進めていくなかでオラソ

ダ政府は認識 していた。バ リ人の集団主義には,植 民地開発をつうじて政府側は早 く

から注 目していたのである。そ して,集 団主義の有効性を強調する際オラソダ側は,

人民 こそが集団を形成していると位置づけたのであり,そ れは人民と対置される王の

権利の否定も同時に意味していたのであった22)0

　旧来の物資 と労働を調達する王の権利を禁止し,そ の代償として現金を支払って置

き換えることで統治政府は,存 在を否定したい王の権利を保持 してきたかつての有力

者を行政 システムに組み込まざるをえない矛盾に対処しようとした。この方針が徹底

されたわずか数 ヵ月後に起こった地震によって,対 処法そのものの限界が照 らしだ さ

れた。限界を認識 し最終的に援助金支出を決めることで,金 銭への置き換えによって

旧来のシステムを取 り込む方針が新たに確認された。こうして,間 接統治は貫かれた

のである。地震はオランダ側にプリ再建問題を突きつけ,こ の問題をめ ぐる政治過程

は旧来の王国システムが植民地時代の統治 システムに吸収される最終的な局面をしる

しづけたのであった。

N.文 化 をめ ぐる論争

　地震再興事業をめ ぐっては大小ふたつの論争がたたかわされた。大 きな論争は,再

興への政府側の資金援助の必要性ないしは具体的な方法を中心に地震直後にかわされ

たものである。小さな論争は,な しくず し的に政府からの援助が打ち切られた後に,

その是非をめぐって論 じられたものである。両者の論争は,と もに文化保護の意味を

22)人 民に よる集団主義 を強調す ることは,表 む き文化の発 展に貢献す るとい う善意を強調 し,

　 裏では強制労働 とい う側面 を覆 い隠す植民地主義の レトリックの一種 だ とも言 える。 この種

　 の レ トリックは陳腐な ものだが,戦 後 の人類学者に よるバ リ社会の研究 はその多 くが やは り

　 集 団主義 を強調 して いることを考え た場合,植 民地政府側がすでに集団主義 に力点を置 いて

　 いた事実は強調 され るべきであ ろ う。
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問い,さ らにはバ リ文化のとらえ方に多様な視点を提議 しつつ文化論争へと広が りを

見せた。

　地震直後の論争は,モ ーイエンを監督者 とする政府主体の再興事業の運営の是非が

主題 となっている。この論争は,オ ランダ統治政府,モ ーイエソ,教 育宗教省,バ タ

ヴィア学術協会が派遣した委員のあいだでたたかわされた。多数の文書が飛びかった

論争のなかで,文 化保護を訴えるモーイエンの申請書,そ れにたいする理事官の所見

教育宗教省 と考古学担当局の見解,こ の省の命令を受けてバタヴィア学術協会から派

遣された委員会の結論,そ れにたいする理事官の判断をここで取 りあげてみたい。議

論は大きく二派に分かれている。モーイエ ソと理事官は政府の介入Y'よ る文化保護を

訴え,そ れにたいして教育宗教省と委員会は文化への非介入主義をとり,最 小限の政

府の関与を薦めている。内務部の結論は,モ ーイエンと理事官の側に傾いた。

　再興事業への政府の関与とそれによるバ リ文化保護の必要性を最初に訴えたのは,

先述 したようにモーイエソであった。バ リ文化の保護を進言する彼が最も懸念したの

は,再 建の過程でバ リ文化以外の要素,特 にセメソトや鉄といった西洋起源の要素が

取 り入れられて しまう点であった。そこで,パ リ産の建築材料を使用 し,建 築に関す

るバ リの文書にもとついて建築を進め,そ れによって再建された建物が全体 としてバ

リの慣習(ア ダット)に そうものとなるべきだ,と 彼は唱える。政府が資金を援助す

るためには,ど の建物にどれだけの資材が用いられるかを計上 し,必 要経費を算出し

なければならないだろう。その場合にもバ リ文化にそっているかどうかを判断し,建

物の装飾や彫刻などはパ リ人自身にまかせるといった配慮 も必要となろ う,と 彼は言

う。再興事業を具体的に行える建築家としての自らの地位をアピール し,そ れととも

に文化保護の必要性を強調 したのがモーイエソの申請書であった[d6】。

　 理事官は,基 本的には彼の提言に支持を表明する。先に述べたプサキ寺院の儀礼直

後の会議より以降,バ リ側からオラソダ政府へ資金援助の要請が強 くだされているこ

とを指摘 し,政 府側が資金援助をする場合,援 助資金を計上するためにオランダ人の

建築専門家の採用は避けられない と彼は見る。その際,モ ーイエンが言 う文化保護も

しかるべき配慮だとして認める。そこで,建 築専門家としてモーイエンをあてるかど

うかについて議論を進めていく。理事官は,モ ーイエンが文化保護を進めるうえで正

統なバ リ文化とそ うでないものの区別をはっき りともうけていると受け とめ(「必要

な教示と指導を与え,そ れによって本当のバ リ文化と本当でないものをモーイエソが

区別 し,・ミリ人にその決定を伝える」【dll:5]),そ の妥当性を考慮 している。その う

えで,モ ーイエンの計画の有効性を彼の申請書の論旨にそって以下の点から議論 して
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いる。第一の論点はバ リ文化以外の影響についてであ り,モ ーイエソの主張に賛成す

る。つまり,す でに中国文化や変形されたヨmッ パ文化が移入されている点を指摘

し,こ のような 「あやまち」が再建の際に起こらないようにすべ きであると判断する。

　第二の論点は,バ リ産の資材を使用し,ど の材料を用いるかの判断根拠 としてバ リ

の文書を用いる点である。確かにバ リの文書にはどの部分にどの材料が用いられるべ

きかがしるされているが,逆に使用 してはいけない材料を規定しているわけでもない。

バ リ産以外の資材が存在 しなかった時代に書かれた文書を現代に用いて,そ れによっ

て正しいバ リ文化を判断する基準にすべきかどうかについては疑念をほのめかしてい

る。

　第三の論点は,モ ーイエソが実際に地震再興事業に適任かどうかについてであ り,

具体的にはモーイエソが作成した再建の見取図となる計画書の内容について論 じてい

る。地震による損害をこうむる以前の状態に再建するためにはこうした計画書はなく

てはならず,バ リ滞在経験を持ち,バ リの ヒンドゥー建築文化に深い関心をよせるモー

イエソのような人物が計画書を作成 し,そ れを実行する意義を認めている。しか し,

モーイエソによる計画は指導の色合いが強いものであ り,そ のまま実行すれぽ計画を

ノミリ人に押しつけることにもつなが り,バリ側が不快感を感じる懸念を表明している。

プリに関 しては再建をバ リ側にまかせ,モ ーイエソの発言は助言が求められた場合に

とどめた方が良いとしている。

　一方,モ ーイエソの訴えを受けた教育宗教省では,か つて南パ リ副理事官でありバ

リ文化に造詣の深いH.J,　E.　F.　Schwartz2s)の 助言をえて,考 古学担当局長がそれを

検討 した。彼はモーイエンの計画は根本的に不必要だと結論 し,彼 を激 しく攻撃する。

考古学担当局長は,ま ずバ リ人の信仰や文化にたいする保守主義を指摘 し,ジ ャワに

おけるかつてのヒソドゥー文化がバ リに残っているのもこの保守主義のためであると

指摘する。地震で損害を受けた寺院やプリを従来の信仰や慣習にそってもとどお りに

再建する姿勢をバ リ人は持っているのであ り,ま た彼らの組織力においてそれは十分

可能だというのである。事実,こ れまでの例(1883年 損害を受けたギアニャールのプ

リ,1905年 火山の爆発によって一部が被害を受けたバ トゥール寺院,1900年 ない しは

1901年被害を受けたブサキ寺院)で もこの事実は明らかに示されてお り,今 回の地震

23)Schwartzは,オ ラ ンダと・ミリの関 係を語 るには興味深い人物で ある。先述 したオラ ンダ側

　 がバ リ社会を とらえる見方は理事 官F.A.　Liefrinckが 打ちだ した ものだ が,　Schwartzは 彼の

　 もとで副理事官をつ とめていた。南バ リの武力併合にいた る過程 で,こ の地域 の情勢の探索

　 にあた っていたの も彼であ る。彼 はバ リの社会 と文化に精通 した人物 とみなされてお り,バ

　 タヴィア学術協 会に よるバ リ文化の整理 と展示に も従事 していた[cf.　SCHWARTZ　 1920]。

291



国立民族学博物館研究報告　　19巻2号

に際して再建時にバ リ人が旧来の慣習から逸脱するとい う危惧にはまった く根拠がな

い。信仰と文化に忠実なバ リ人にとってモーイエソの提言は不必要な干渉であ り,彼

らは 「外国人の指導や監視をはっき りと拒絶するであろう」【d26:4】と局長は断言す

る。

　彼のモーイエンへの攻撃はさらに続 く。モーイエンの提言は不必要であるばか りで

な く,大 きな危険さえはらんでいるとい うのである。つまり,バ リ文化の保護を唱え

ながら,バ リ人の慣習や文化にたいする態度を疑 っているのはむしろモーイエ ンの方

である。そして,モ ーイエソは自身が指導する対象を材料の問題に限定 しているが,

その範囲をこえてモーイエンの指導が広がる可能性がある。そ うなれぽまさにバ リ文
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 .　　.　　.　　.　　.　　.　　.　　.　　.　　.　　.　　.　　.

化への干渉であり,そ れによってオラγダ人が考えたパ リ文化 という今までパ リにな

かった文化の 「怪物」が出現する危険性がある。そもそもモーイエンはバ リに滞在し

文化を研究したと主張 しているが,生 きた文化を彼が認識 しているわけではない し,

彼の見方はヨmッ パの建築から決 して自由ではあ りxな い。そ して局長は,モ ーイ

エンの言 うような援助による再興が最後にはパ リ人の自らの信仰への不信に結びつ く

危険がある,と 結んでいる。つま り,疫 病や地震などの天災を神の怒 りだとバ リ人は

理解 してお り,彼 らにとって天災は宗教の問題である。そこにパ リに長期に留まるわ

けでもな く,宗 教に完全な理解を示 しえない部外者によって援助が施された場合,バ

リ人が信仰への態度を弱める危険がある,と い うのである。

　バタヴィア学術協会の報告書は現状認識から出発する。彼らの視野の中心にあるの

は,バ リ建築文化の中核と彼らが位置づけている寺院であった。灌概施設の整備,プ

リの再建が優先され寺院の再興は後回しにされていると彼らは指摘する。そのうえで,

まずバ リにおける寺院の多様性を指摘 し,そ れを四つに分類する(1.家 の寺院,2.

地域の寺院,3,さ らに大きな地域の寺院,4。 最高位に位置す るブサキ寺院)。 そし

て,助成金の対象とするならバ リ人全体に関わるものを優先すべきであると助言する。

全・ミリ人に関係すると協会側が考えるブサキ寺院に関しては,先 に理事官が決定した

助成を正確な経費の計上を条件として認める。さらに個別の寺院に関 しては,美 学的

見地から援助が必要 と判断 し,そ れがバ リ人による寺院再建の刺激 となるだろ うと述

べている。

　パ リ文化を考えるうえでの中心問題 として設定されたのは,文 化様式における転化

=乱 用の問題である。 ヨーロッパや中国の文化要素を転化させ,バ リ文化が独自の固

有性を失 う方向に乱用される危険性をどうとらえ,解 決するかが文化問題の焦点 とさ

れたのである。転化=乱 用の対極にある概念は文化の純粋さである。問題を検討する
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にあた り,純 粋な文化と転化=乱 用された文化の識別は単純な判断では不可能なこと

を協会はまず警告する(「「純粋 さ」と 「転化=乱 用」の境界は,「美しさ」と 「醜さ」

のあいだにあるわけではな く,ま た 「現地」と 「外来」の区別にあるわけでもない」

【d26:Z9])。寺院装飾 としてバ リ文化の一部 となった中国製の皿を例にあげ,バ リ文

化に吸収された外来の文化を認め,文 化の純血主義を押 しだ して,外 来文化をただち

に否定するようなステレオタイプ的な見方を彼らは否定する。その うえで,古 代ジャ

ワ・ヒンドゥー文化 という歴史的枠組 とバ リ内部の建築様式の地域差という枠組をあ

げ,こ のふたつの参照枠組のなかで深い洞察を示すことが転化=乱 用を考えるには不

可欠だと訴える。その際にも,古 代文化だけが純粋で美 しいものであ り,以 後バ リ文

化は汚染されて しまったというような価値喪失論も委員会は否定 している。

　以上が一般論だとすれぽ,再 興事業とい う課題を背負 う委員会側が転化e乱 用への

危惧を具体的問題として表明しているのは,ヨmッ パの影響である。先の議論で深

い洞察の必要性を訴えたのに比べて,西 洋文化の影響には比較的単純な結論をだして

いる。まずプリと寺院を区別 し,進 んだ文化にあこがれ,西 洋生活の簡便性=便 利 さ

を求める有力者たちの住まいであるプリには西洋化の影響は強いが,寺 院にはそれは

まだおよんでいないと見て,西 洋化の影響をプリだけに限定している。そ して,西 洋

文化にあこがれる有力者の思慮がどのようなものであれ,実 際の建築現場において

ヨmッ パ製の資材が用いられるのは,そ れがバ リ製の資材に比べて安価で長持ちす

るからだと見る。この点から委員会は,ヨ ーロッパ様式の転化=乱 用の原因を二点あ

げる。ひとつは,高 い文化の魅力,つ ま り支配力を持つ民族の文化が支配下にある民

族にたい して与えてしまう醜 く劣っているという意識。 もうひとつは,経 済性,つ ま

り高価な現地の資材はたとえ文化的価値が高くとも安価な外来の資材とは競争できな

い。美的判断は民族の優越性を示す指標であ り,劣 っているバ リ人は進んだ西洋文化

にあこがれを持ち,そ の一方でヨーRッ パの資材は安価であ り,だ から西洋文化の影

響が進む可能性がある,と 委員会は指摘 したのである。

　 以上のふたつの原因を取 り除 き,バ リ文化を転化=乱 用から保護する政策は望まし

く,可 能なのかを問 うことで,委 員会は文化への一般的な姿勢を述べ,さ らにモーイ

エンを代表 としたオラソダ側の再興事業の妥当性を問うている。一般的に文化を考え

る際に委員会が示 した基本的な立場は,ま ずバ リ人の見方 とヨーロッパ側の見方とを

区別 し,前 者にとって外側からの介入は無意味であ り,バ リ文化はバ リ人によって自

由な変容をとげていくものだ,と いうものである。か りに変容の結果がヨーロヅパ人

側が考える純粋なバ リ文化像を裏切ったとしても,そ れこそがパ リ文化なのだという
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のである。そして,伝 統を尊重し,バ リ人の自覚を促し,文 化保護を訴えるのは,む

しろ後者のヨーロッパ側の見方なのであ り,この考え方自体はバ リ人の見方や慣習法,

宗教などに属 しているわけではないと判断する。確かに,す でにこの時期植民地統治

の中心地であ り,ヨ ーロッパ文化の影響を受けたシンガラジャを中心とするブレレソ

の領域内で起こってきた文化変容に注目し3文 化保護にたいする政府の指導には理解

を示す。 しかし,委 員会側は文化を温室の植物のようにとらえており,文 化は植物の

ように自ら成長するものであり,雨 や強い太陽にだけあたらないように してやれぽ良

いのであって,過 度の介入は逆に文化の転化e乱 用を招 くというのである。最低限の

文化保護の必要性を認めながらも,一 般論 として委員会側はバ リ文化にたいして非介

入放任主義に立っている。

　この基本的な文化観に立って,政 府指導の再興事業については,早 期の再興が必要

だとは しながらも部分的な賛同を表明するにとどまる。モーイエン個人の建築家 とし

ての能力とバ リ文化に関する知識に委員会側は疑念をいだいてはいない。しか し,モー

イエソが強調した教示 と指導とい う手段は,委 員会側には強い介入とうつる。彼のと

る判断が誤 りではなくとも,こ の手段が行使されることでバ リ側の正 しさが左右 され

てしまい,あわせて文化の自由さが損なわれることを委員会は強く懸念するのである。

それ と同時に委員会は,実 際的な危惧 も表明している。オランダ側の文化保護 という

意志が先行 し,バ リ側に過剰な労働ないしは物資の供与をしいてしまうのではないか,

というのである。この結果,再 興事業への政府の関与にたいする委員会の結論は限定

されたものになっている。つまり,寺 院とプリにたいする助成金 と専門家の助言は一

般的には認めるが,具 体策として提示したのはブサキ寺院とそれに関連する寺院への

資金の供与,そ れにともなう経費の計上が専門家の仕事として言及されるにとどまっ

ている。そ して,モ ーイエンの採用については強い介入を招くものとして懐疑的であ

り,か わってバ リ文化の研究 と保護にたいする限定された方策を模索すべ く,専 門の

考古学者の派遣を要請 している。

　委員会側のこの報告書にたいして,理 事官は自身の視察旅行の結果をふまえて反論

している。彼はまずバ リの現実を見ていないことが委員会側の基本的な誤 りだと攻撃

し,学 識者としての見解にとじこもり時代遅れであると批判する。つまり,委 員会は

議論の基盤としてバ リ人の見方を一方に置 き,他 方に ヨーロヅパ人の考え方を置いて

いるが,現 実にはすでにオラソダの統治下にあるバ リ側にも状況への現実的な認識が

生 じてお り,バリ人対西洋人のような対極的な見方はまったく現実を反映していない,

というのである。バ リ文化の自由な成長に重 きを置き,ヨ ーロッパ側はその外側にあ
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って最小限の介入にとどめるべきだとする委員会の立場自体がバ リ対西洋という枠組

から生みだされた議論であ り,そ の枠組自体の時代錯誤性を理事官は非難する。 この

点で,西 洋資材の使用からバ リ側を完全に遠 ざけるのも非現実的な選択であ り,だ か

らこそすでに安価な西洋資材が流通 している現実をふまrxて,そ のありうべき使い方

を教示 し指導 していくオランダ人が必要なのだ,と 理事官は言 うのである。

　積極的な教示 と指導の必要性を訴える理事官は,考 古学者よりモーイエンを最適任

者 として推薦する。モーイエソの参加は強い介入を意味 し,逆 に転化二乱用をもたら

す可能性があると危惧する委員会にたいして,モ ーイエソ個人の交渉能力とバ リ滞在

の経験を評価し,理 事官は委員会側の危惧を しりぞける。委員会の報告書に書かれた

具体例を検討して,事 実関係を歪めて理解することでモーイエンの方針を過度に介入

的だと誤って彼らが理解 していると非難する。そのうえで,考 古学者の派遣に関して

は,バ リでの考古学的研究の必要性を認めながらも,当 面の再興事業に関してパ リに

はじめて赴任 した考古学者 よりはモーイエンの方が信頼できるとして,モ ーイエソの

事業への参加をはっきりと支持 したのである。

　委員会 と理事官 とのあいだでたたかわされた文化論争は,結 局理事官側の勝利で終

わる。中央政府は委員会側の見解を文化のとらえ方が楽天的にすぎるとして拒否 し,

統治する存在である政府は文化の保護を進めなければならないと唱え,介 入主義を表

明する。理事官側の主張にもとづき,建 築に要する費用にとどまらず,美 学的な見地

においても助言を必要 としているのはバ リ側であ り,期 待されるべき 「バ リ建築の新

たな創造」[d47:2】 にむけて適切な指導が必要である,と 政府は言 うのである。その

ためにどの建物を再建するのかを決定する原則を確立することが必要であ り,そ の原

則にもとついてパ リ人である建物の所有者の完全な合意のもとに建築物を分類 し,援

助対象を定めていくとの方針を打ちだす。その一方では,分 類がおよぽない建造物に

関 しては,指 導を控えるかゆるやかな指導にどどめるとの見方を示 した。バ リ文化へ

の介入を決定した うえで,援 助する対象と範囲を明確にすることを政府は望んだので

ある。そ して,こ の方針を実現に導く人物 としてモーイエソが採用され,考 古学担当

局が推す人物は却下されたのであった。

　援助金の支出とモーイエンという監督官の派遣に最終的に踏み切ることになった以

上の議論には,バ リ文化に関する様hな 論点が うかがえる。植民地統治下において文

化をめぐる議論が決 して一枚岩ではなかった ことをまず確認 しておかなければならな

いだろう。植民地状況を論 じる際,植 民統治する側とされる側 という対立関係は強調

される場合が多い。だが,植 民する側にもされる側にも多様な考え方がやは りあ り,
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その多様性を くみ取ることは文化が政治性をおびる過程をお うためには不可欠であ

る。その点を最初に確認 したうえで,こ こでは少なくとも次の点を指摘 しておきたい。

第一に,モ ーイエソとい うバ リ文化 「愛好者」が政府代表 として再興事業に関与 した

ことで,バ リ文化の意識的な再構成がオランダ人の手によってバ リで始まり,建 築 と

いう具体的な形式で提示された。モーイエソ自身は,自 らの仕事の目的をオランダ人
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　

の意志をできるだけ排除してもとのままに再建することであると強調 しているが,正

統なバ リ文化の存在を彼が疑 っていないことは明らかである。 もとのままという文化

保護iのイデナRギ ー24)がいかに正統文化の創出を導 くかを彼の思考は如実V'語 って

いる。

　第二に,正 統文化は単独の概念なのではなく,対 立する概念とともに議論された対

抗概念であった。正統文化が主張された際,正 統文化とい う概念 自体を否定し,そ れ

と対立する文化概念が提議されていた。否定派はまず,正 統文化やそれを根拠とした

文化保護という考え方はバ リ文化にはないことを理由としてあげ,正 統文化などとい

うものはオラソダ人が考えたバ リ文化なのであ り,バ リ文化から見れぽ奇形の怪物で

あり,そ れがバ リ文化を滅ぼすであろうと予言している。そして,そ れに対抗する文

化観として文化の自由成長性を訴え,文 化の推移や変容を認め,文 化は自由に成長し

てい くものだと主張 した。

　第三に,対 抗するふたつの文化観が主張される際,そ こに具体的な知識の裏付けが

あったわけではない。モーイエソが彼の考える正統な文化を主張した根拠は,建 築方

法を しるすバ リ語文書と彼 自身のバ リでの滞在経験から導 きだされた建築文化に関す

る実際の知識である。過去からの典拠と経験主義との結びつきが,正 統性の認識を用

意 している。 この結びつきが根拠を欠いた一種のなれあい関係であることは,理 事官

が典拠に言及する点に疑念をはさんでいる箇所に浮かびあがっている。また,モ ーイ

エンは被害状況を調査 し,建 築学的ならびに美学的な価値を分類 したが,そ こに確固

とした根拠となる彼独自の知識があったわけではない。理事官の側 も建築文化に関す

る具体的な知識を持っていたわけではない。結局,経 験主義だけをモーイエソ採用を

支持する根拠 として重視するように議論は流れていき,事 業への適格性やパ リ人への

態度といった個人的性格ばか りが論題にあがっている。同様に,文 化の自由成長性を

24)文 化保護 のイデオ ロギーそれ 自体は,考 古学 の進展 とともに20世 紀にな ってオ ランダ統 治

　 領全域に広 が りつつ あった。 しか し,文 化 の形成過程を考察 して いる本論では,保 護のイデ

　 オ ロギーの生 成 と流通 の分析 には力点 を置 いていない。文化保 護ない しは保 存の イデオ ロ

　 ギ ーは,こ の過程 に関わ る一要素にすぎない。文化形成 と文化保護 とい う考え方 の違いにつ

　 いては,Handler　 and　Linnekin【1984:2801を 見 よ。
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主張する側も経験主義に依拠している。バ リ人の文化にたいする保守主義を主張する

根拠 として,彼 らは過去の事例を引いているにすぎない。また,考 古学担当局から調

査隊が派遣されたが,実 際に考古学的な調査がなされたわけではない。総 じて,パ リ

文化に関する具体的な知識をこの時期統治政府側が握っていたわけではない。

　第四に,正 統文化の肯定派と否定派の文化観には,異 なる時間認識があらわれてい

る。肯定派に とって正統文化の基準は過去であ り,古 い慣習にみあったバ リ文化が正

統なバ リ文化だと彼らは考えている。それにたいして否定派は,変 容による文化の自

由成長を重視 し,過 去よりは未来へ開かれた文化論を構成している。それと同時に彼

らは,外 来文化の影響を否定する文化の純血主義や,現 代の文化は過去の文化が崩れ

たものと見る価値喪失論を両方とも認めていない。客観的に見るならば,当 時主流で

あった文化観は前者であ り,後 者否定派の文化観は異端児であったと言えるだろ う。

かつてジャワでさかえたヒソドゥー文化が現代のバ リに生きているというバ リ文化の

とらえ方は19世紀に定着 してお り,そ の意味で正統文化の基準を古代ジャワ・ヒソド

ゥー文化に置 く考え方は当時すでに強かった。

　第五に,バ リ文化対外来文化とい う自他関係の設定が文化論争の基盤となっている。

正統文化肯定派と否定派を含め全体の議論の中心課題となっていたのは,文化の転化=

乱用への対処である。この議論は,中 国や特にヨmッ パからの外来文化の影響をど

うとらえるかを論 じている。正統文化肯定派は,外 来文化の影響を極力おさえるため

に指導の必要性を訴え,文 化介入への主要な根拠とした。統治下で始まった西洋近代

文化のバ リへの進出を前に して,逆 に正統バ リ文化が発見されたとも言えるだろう。

それにたい して否定派の立場は微妙であ り,文 化の純血主義 と価値喪失論を受け入れ

ない彼らは,外 来文化の影響を否定はしない。む しろ影響を受けて変化 してい く姿を

文化の自由成長性 と見ており,過 度の文化介入に警鐘を鳴らしている。 しかしその一

方で,外 来文化には悪影響をもたらすものも部分的には認めてお り,特 に西洋資材の

使用については否定的であった。

　 第六に,外 来文化への対処が中心課題として取 りあげられる背景となったのは,現
　 　 　 　 　 　 　 モ　ダ　ニ　ス　ム

地バ リにおける近代意識の勃興である。植民地統治がバ リにもたらした西洋的な近代

文化に,バ リ人側はあこがれ とも言える摂取意欲を見せていた。委員会が寺院 とプリ

とを区別 し,寺 院がより伝統的であると述べる際,プ リに住む政治的有力者がいだく

西洋的生活の簡便性や便利 さへのあこがれを指摘 していた。また,西 洋風の住居を建

てるべ く多くの政治的有力者がモーイエンに相談を持ちかけていた[cf.　d26】。バ リ人,

少な くとも有力者たちは,バ リの伝統文化ではな くて,植 民地統治下の近代文化に明
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らかに引きつけられていたのである。カラソガスムの知事が西洋風のあぼら屋を作 り,

パ リやアムステルダムと名付けたとい う事実は[SCxvLTE-NoRDHoLT　 n.d.】,バ リ人

の西洋文化へのいやしがたいあこがれを物語 っている。

　最後に,上 にあげた諸点,対 立する文化観,両 者が依拠する経験主義,時 間の認識

をめぐる両者の差異,議 論全体の基盤を用意 した外来文化の影響,そ れをもたらして

いたバ リ人の近代意識,は 逆説的に交錯 してお り,そ れが植民地状況における文化形

成の現実を照 らしだ している。ふたつの文化観は,明 らかにバ リ人がいだ く近代意識

の禁止の上に成立 している。正統文化観がバ リ人による西洋近代文化の摂取を悪とみ

なすのはもちろん,正 統文化否定派でさえ,「高い文化の魅力」とそれを前にした 「醜

く劣っているという意識」と言ってしまえるだけの優越感に満ちた高みからバ リ人の

西洋文化へのあこがれを見下 し,否 定 していた。自らがもた らした近代文化に現地文

化が押 し流される恐怖感を両者 ともにいだいていたとも言xる だろう25)。

　基本的立場は両者に共通 しているものの,バ リ人との距離意識には違いが見られ,

それが逆説的な結果を生みだ している。正統文化否定派は,文 化の自由な成長を擁i護

し,未 来に開かれた文化論を展開 したにもかかわらず,パ リ人の近代意識を認めるこ

とができなかった。それにたいして,オ ラソダ人とバ リ人がともに参加 して作 りあげ

ている新たな現実こそがこの時点におけるバ リ社会の現状であると認識 したのは,む

しろ伝統文化肯定派であった。彼らは正統文化の保護を主張 し,そ の根拠を過去に置

いているにもかかわらず,バ リ人の西洋近代へのあこがれを理解していた。だからこ

そ,西 洋文化の影響によって文化変容が現実に起こっている以上sそ れが過度に進行

するのをくいとめるために指導 と教示が必要だという合意が彼らのあいだで生まれて

いたのである。肯定派はその意味で委員会側の見方を非現実的だとみなし,西 洋から

パ リをへだてる距離意識を委員会側が捏造 していると攻撃 したのである。日々バ リ人

に接 している自信を裏にひめた自らの経験主義を信じていたために,肯 定派は現実主

義に立ちえたのであろう。過去の事例に依拠する正統文化否定派の経験主義にたいし

て,よ り現実的な経験主義に肯定派は立 っていたのである。そこで,バ リ人の近代意

識に歩み寄るなかで正統文化保護が主張 されるとい う逆説的な結果につながったので

あった。文化観それ自体の内容のみならず,文 化観が提議される政治状況,つ まり誰

の文化を誰がどのように訴えるかが,正 統文化が主張される際に重大な役割をはた し

ていると言える。

25)　 この点 で,西 洋側に よる現地の人hの 近代意識の禁止 と現地側 による自 らの伝統文化 の禁

　 止は平行 して いると論 じるThomas[1992a:223]の 指i摘はバ リの場合に もあては まる。
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　次に,小 さな論争を見てみたい。積極的な介入主義から放任主義への移行を判断 し

たのは,新 たに理事官の職についたダムステである。短い在任期間であ りながら,有

能な植民行政官吏であ り,同 時に文化面にも深い理解を示 したこの理事官は,地 震に

よるバ リ文化の再興に関しては消極的な態度にとどまった。それにたいして,事 業を

進めていたモーイエンは隠しがたい疑念 と不満をいだいていた。次の勤務地に移った

後,報 道機関とかわされたダムステのインタビュー(Java　 Bode　1923/03/21)に モー

イエンは署名記事を書いて応 じ(Java　 Bode　l923/04/02),こ の両者の見解の相違は

明らかにされた。

　ダムステは,地 震以後バ リ文化が純粋性を失ったのではないかという危惧をきっぱ

りと否定 し,粗 悪なものがあるとすれぽ観光客あるいは輸出用に作られた工芸品だけ

であるという現状認識を示す。その うえで,植 民地行政官として統治全領域を視野に

おさめてパ リにおける地震再興問題を考える。つまり,バ リは他のオラソダ統治下に

置かれている社会と比べてそれほど貧しいわけではなく,バ リ人自らが自身の資金努

力によって倒壊 した建物を再建するのは可能であ り,そ うすべきだ,と いうのである。

ブサキ寺院の再興については,他 の貧しい社会があることを考えればすでに供出した

助成金で十分である。そして,再 建事業は基本的にはバ リ人が自らの考え方にたって

進めるべきであ り,必 要であればオランダ側が助言をすれば良い。必要以上の指導は

後にあやま りを犯すことになる,と 彼は語る。再興とい う個別問題にたいして放任主

義ともとれる主張をつらぬくダムステは,し かしバ リ文化の一般論に関 しては危惧か

ら生まれる保護主義に立場をかえる。彼はこう言 う。バ リ人の特徴が服装にも失われ

つつあるし,わ れわれの教育によってパ リ人の宗教感覚も歪められつつある。文化を

考慮した場合,バ リ文化に詳しい行政官を特別に置き,理 事官は助言者にとどまるよ

うな特別な処置がバ リには必要である。マレー語による教育ではなく,バ リの音楽や

驚嘆すべき文字文化をバ リ人には教育すべきである,と 。

　一方,モ ーイエソの側は,バ リ人の固有性を強調するダムステの文化保護への提言

にははっきりと賞賛の声を送るものの,他 の点には厳 しい反論を加えている。第一点

として,文 化の純粋性は維持されているが,外 国人むけのバ リの工芸品に粗悪品が見

られるとい うダムステにたい して,モ ーイエソはバ リへ赴任 してのち観光客むけの工

芸品の品質維持にも努力したが,そ の努力を無視 したのはダムステであると攻撃する。

つまり,前 理事官 と前副理事官とともに,工 芸品を作るバ リ人のグループ6'文化的な

価値を保護するために助成金を与える計画を立て,政 府の賛同をえて実施 した。とこ

ろが,理 事官がダムステにかわ り,副 理事官も転任し,南 バ リには工芸について助言
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を与えうる人物はいなくなった。そのうえダムステは,助 成金による文化的価値の保

護など理想主義者の幻想であるとして資金の給与を打ち切った。つま り,観 光客にた

いする品物が粗悪品だと言 うのなら,そ うしたのはダムステ本人である,と モーイエ

ソは訴えたのである。

　第二点は,ブ サキ寺院再建への助成金問題をめ ぐる攻撃である。モーイエンはまず

事実認識の違いを指摘する。ダムステは,モ ーイエソが一方的に政府の資金によって

プサキ寺院を再興し,そ の事業に従事すると言いだしたと述べている。 しかしそれは

事実ではなく,実 際には助成金を許可したのは前理事官であ り,モ ーイエンはその決

定に関わっていない。現実の作業過程においては,政 府からの助成金はすべて使われ,

バ リ人側はすでにそれを上回る金額を供出している。このように事実を確認 した うえ

で,モ ーイエンは次のように指摘する。バ リ側は,助 成金は政府からの贈 り物だとし

て歓迎している。それにとどまらずパ リ側は,助 成金にかわって政令によるバ リ人か

らの資金徴用でもかまわないから,オ ラソダ政府の主導のもとにブサキ再建を貫徹 し

てほしいと要請 さえしている。それにたい してダムステは,バ リ側のや り方にまかせ

るという言い方でこの要請を拒否 し,再 建への関与を中止 した。その結果,再 建作業

は続行が難しくな り,モ ーイエソでさえ妨害を受けた。今望まれているのは,政 府が

積極的に関与 し,美 学的T文 化的助言を与え,資 金を援助 し,そ の うえでバ リ人のや

りかたで再建を進めていくことである。

　 両者の主張をこのように並べた時,全 統治領域を視野におさめてバ リの問題を見る

ダムステとバ リ文化を重視する建築家として再興事業に従事するモーイエソとは,再

興問題の取 りあげ方に違いが生 じるのはすでに明らかである。植民地運営の基本条件

である経済的な配慮を前面にすえ,バ リにおける再興事業の特権視をダムステは基本

的に否定する。それにたいしてモーイエンの側は,地 震以後の文化保護事業の運営に

おいてダムステがもたらしたと彼が見る問題をめぐって攻撃を加えている。議論の一

貫性を欠いているのは,明 らかにダムステの側である。再興事業という個別問題につ

いては放任主義を主張する一方で,バ リ文化一般については保護主義を表明している。

モーイエ ンの方は,文化事業にたいする政府の介入の必要性を一貫 して支持している。

議論の背景にある文化観を考えた場合,や は りダムステの立場は矛盾している。ヨー

ロッパ人が進んで介入 しなけれぽバ リ文化は西洋の影響を受けて しまうと述べ る一

方,再 建問題に関しては,バ リ文化は放置 しても転化=乱 用は起こらず,そ れが持続

することは疑いようがない,と い うのである。さらには,ヨ ーロッパ人の過度の介入

こそむしろ危険であるとしてモーイエソを暗に攻撃さえしている。ダムステにおける
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こうした一貫性を欠いた議論は,モ ーイエソのように文化だけを見つめることは許さ

れず,経 済性 と文化 とい うふたつの面を同時に考慮しなければならない有能な行政官

吏が,バ リ文化を前に陥った帰結 と見ることができよう。ダムステは,モ ーイエンと

は別の意味での植民地統治の現実を生きていたのである。

　距離のある両者の議論を見た時r少 なくとも二点は強調 しておきたい。ひとつは,

両者が文化保護 という立場だけは共有 している点である。 ダムステは議論に一貫性を

欠いていたが,逆 にそ うまで してバ リ文化保護を訴えていると見ることもできる。バ

リ文化を特権視し,特 別な保護がなけれぽバ リ文化は崩れてしまうとする姿勢は,バ

リ文化への一般的な見方 として,地 震からの再興事業が終わ りを迎えるこの時期にお

いてさらに強化されていたのである。

　 もうひとつ注目すべきことは,政 府の再興事業への関与の継続を否定す るダムステ

にたいして,オ ラソダ政府主導によるブサキ寺院再興を望んでいるのはむしろバ リ人

の方だ とモーイエソが主張 している点である。 しかもここで政府主導と言われている

ものは,助 成金の供与だけではない。確かにバ リ側は資金の必要性を認めているが,

政府からの資金がだめならバ リ人から資金の調達を指令する政令の施行をオランダ側

に望んでいるのである。言い換えれば,バ リ人を動員する権威そのものをバ リ側がオ

ランダに求めているのである。ブサキ寺院の再興事業を述べた際にすでにふれたオラ

ンダ側の経済的な取 り込みに,・ ミリ側は協力の意志を新たに表明しているのである。

現地 と西洋側が協調 しながら進めつつあった文化形成の現実が,こ こに再び示 されて

いる。

お　 わ　 り　 に

　・ミリ社会をめ ぐる複数の次元における1917年 の大地震の意義は繰 り返さない。ここ

では,冒 頭でふれた植民地時代の出来事の意味が覆い隠され,変 化なき伝統文化が前

面に表出する神秘化作用について簡単にふれておきたい。バ リ文化をめぐる学識と伝

統概念が関係を結びながらパ リ社会に導入されていく過程において,こ の作用が生 じ

ている。

　 この点を具体的に考えるために,地 震の際最も大きな援助対象となったブサキ寺院

の創始を伝える挿話を取 りあげてみたい。Stuart-Foxに よれば,ブ サキ寺院の起源あ

るいは20世紀以前の状況を伝える挿話は,四 つが確認されている。この挿話について

彼が指摘 しているなかで,こ こで二点に注目したい。ひとつはこの挿話にたいするパ
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リ人の受け とめ方,も うひ とつはこれらの挿話が流通していく過程である。

　客観的に見た場合,四 つの挿話を実際の期 日と照合させることは難 しい。その意味

で,客 観的な事実から過去を構成 しようとする歴史観においては,挿 話は事実ではな

く伝説とみなさざるをえない。それにたいして,バ リ人,特 にバ リ人知識人26)の歴

史観においては,挿話が具体的にかつて起こった歴史的事実とみなされる傾向にある。

そのため,バ リ側では挿話を根拠 として古代から伝わる正統な寺院 としてのブサキ寺

院の位置が証明されてしまう結果 となる。この点をStuart-Foxは こう断言 している。

「伝説の目的はブサキ寺院の歴史を語ることではなく,こ の寺院にまつわる伝統を正

統化することにある」[STUART-FOX　 1987:311】。つまり,バ リ人の歴史観において,

今の時点で伝統ととらえられているものを正統な事実 として客体化するために歴史的

素材が用いられているのである。

　一方,四 つの挿話が流通 し,一 般化する経過を見ると,植 民地統治政府が深 く関わ

っていることがわかる。四つの挿話のうち二つは,パ リの歴史をめぐる現地文書とし

て最も名高いUsana　 Baliに しるされているものである。先述 した ように,こ のテク

ス トは19世紀の半ばにオラソダ語で紹介され,す でに植民統治政府の内部や学術世界

において広 く知られていた。他の二つは,一 方はブサキ寺院とヒソ ドゥー文化 との関

係,他 方は寺院と王国との関係を語る重要な伝説なのだが,植 民地統治時代に公的に

知 られ始め,学識に組み込まれたものである。Stuart-Fox[1987:303】 の研究によれば,

ヒソドゥー文化 との関係をしるす挿話27)については,出 典 となる現地語文書は確認

することはできず,口 承伝承であったものが1930年 代から40年代にかけて主流の学識

に吸収されたと推測される。植民地行政官Kornに よる言及がたどりうる最も古いも

のであり,日 本軍政期にだされていた 「バ リ新聞」にインドネシア 語の翻訳が掲載 さ

れていた事実が確認されているのみである。寺院 と王国との関係を しるす挿話zs)は

1932年Y'碑 文として発見され,オ ラソダ人考古学者が1934年 に報告 したものである。

　 1917年の地震について言えば,モ ーイエンを代表として植民地統治政府側がブサキ

26)知 識人 と して ここで意味 してい るのは,僧 侶 そ して第二次大戦以後の時期ではノミリ内部 の

　 出版物を支えている人hで あ る。大学の研究者 をここに加え るか どうかは留保が必要だ ろ う。

　 彼 らはパ リ人以外に よるバ リ文 化の受け とめ方 に理解を示 しなが らも,バ リ人知識人 として

　 発言す る場合 もあ る。

27)超 自然的な力を持つ僧侶Rsi　 Markandeyaに 関す るもの。バ リのみならず ジ ャワに も彼に

　 まつわ る伝説が残 ってお り,ヒ ソ ドゥーの伝統 を現代 のインドネシア に伝えた人物 とみな さ

　 れ てい る。

28)10世 紀に さかのぼる伝説の支配者Sri　Kesari　Warmadewaが ブサキ寺院を建築 した とい う

　 もの。 なお,こ の伝説についてふれたバ リ側 の文書 は,碑 文 の発見を受けて書かれてい る可

　 能性が高 いとStuart-Fox【1987=560]セ よ述べ ている。
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寺院の文化的価値をためらわずに主張できたのは,Usana　 Baliの 内容がすでに知られ

ていたためである。そ して,先 に述べたように,モ ーイエソは実際の知識ではな く歴

史的過去を用いて文化的価値を主張 した。つまり,バ リ語テクス トの発見 と翻訳とい

うオラソダ側の学術世界の努力が先にあり,オ ランダ側 とバ リ側が文化的価値を正統

化する根拠を過去の文書に求める姿勢を共有したことで,ブ サキ寺院の重要性は両者

に共有されたのである。そ して,統 治政府側とバ リ側の協力によって発見された歴史

的 「事実」をもとにブサキ寺院の地位はその後さらに強固なものとなった。

　さらに一般的に言えば,ブ サキ寺院にとどまらず,バ リをめぐる学識は植民地時代

に整備された部分が大 きい。植民地政府は,統 治機関であるとともに研究機関であっ

た。特に現代のバ リ人が伝統の正統性を主張する際に依拠する文献学や考古学は,統

治政府が推進し,そ れにバ リ側が応えることで植民地時代に大 きく発展した。文献学

に関しては,パ リ語文書を組織的に研究,保 存する機関が著名なバ リ研究者と植民地

行政官の名をとってシンガラジャに創設 されたのは1928年 である29)0旧王家は,オ ラ

ソダ側の要請に応えて文書をこの機関に提供 している。バ リにおいて,考 古学が本格

的な展開を始めたのは大地震以後の時期である 【KEblPER$1991:85-87】 。考古学の進

展は最も植民地主義的な事業のひとつである土木事業の展開と結びついており,地 震

のあと道路が整備されたのち多数の考古学的発見がもたらされた。同時に,考 古学の

発展は統治領域の拡大と連動 している。それまでジャワ島とマ ドゥラ島における考古

学的調査を担当していた部門が全統治領に関する考古学的な調査研究にあたる考古学

担当局に1913年 に引き継がれ 【KEMPERS　 1991:83】,そ の直後からこの部局はバ リに

おける調査研究の必要性を訴えていた 【ANoNYMous　 1916】。考古学は政府が押 し進

めた分野であ り,地 震をめ ぐる文化論争に参加 した理事官たちも在任期間に発見され

た考古学的事実を報告 している30)。

　実際,植 民地時代の知識 と伝統概念は皮肉な関係を結んでいる。バ リ人は過去をめ

ぐる知識によって自らの文化を正統化 し,客 体化する。そして,そ の知識の多 くは植

民地時代に形成されたものであった31)0しかも,正 統化に中心的な役割を担 った考古

学と文献学とい うふたつの分野においてまさにそれが言えるのである。それとともに,

文化論争でふれたように正統な文化という考え方自体が論議され,バ リ側にも導入さ

29)　 この機 関 の 設 立 に つ い て は,Berg　 en　Goris【1929]を 見 よ。

30)例 え ぽ,理 事 官 ダ ム ス テ は 考 古 学 に 関 す る論 文 を 複 数 発 表 し て い る　 [cf.　STUART-FOX

　 1992:284-285]0

31)そ の意 味 で,Dirksの 次 の 指摘 はバ リで もあ て は ま る。 「時 間 な き伝 統 と して 取 りあ げ られ

　 て きた 多 くの も のが,事 実 上植 民 地 支 配 の逆 説 的 な結 果 であ る」[Dmxs　 1992b:8】 。
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れた。その結果,伝 統文化は植民地時代より以前に起源を持つように設定されて,正

統化 された。そ して逆説的に,植 民地時代に実際に起こっていた文化をめ ぐる出来事

は前面に浮上することは難 しくなった。1917年 の地震をめ ぐる動 きもそのひ とつであ

った。 この地震による再興事業がブサキ寺院の近代における出発点であるとする見方

は,消 えるのである。植民地状況は過去をめぐる知を生産することで,そ こで起こり

つつあった現在を忘却させたのである32)。文化をめぐって植民地時代に起こった出来

事に特別な光をあてなけれぽならないのは,知 と伝統が植民地状況をへて取 り結んだ

この神秘化作用のためである。伝統意識が知に訴えることで正統文化が見えてしまう。

この過程をもう一度洗いなおすために,植 民地状況で起こりつつあった現在をとりも

どさなけれぽならない。

　同時に,現 地の人々の伝統観 とふれあう時,こ うした作業はまた別の課題をしいる

ことになる。伝統の権威そのものに揺さぶ りをかけ,文 化の形成過程を脱構築 しよう

とするなら,こ の作業は少な くとも人類学において意味を持つはずである。しかしそ

の一方で,伝 統の根拠を植民地時代以前に求めるのはバ リ社会の現実である。 とすれ

ば,歴 史的過去を根拠に客体化された文化を伝統として実体的に理解 している現地の

人々を前に,伝 統の権威に揺さぶ りをかけて文化の形成過程を明らかにすることV'一一

体どんな意味があるのだろ うか。つま り,文 化の形成やら客体化を論 じた時,文 化の

実体性の有無をめぐって現地の言説 と人類学の言説のあいだに明らかにズ レが生 じて

しまうのである 【cf.　TRASK　 1991】。その意味で,文 化形成を明らかにする作業は,

その作業を進めると同時に現地での言説 との関係において作業 自体がいかなる意味を

持つかを問わざるをえない自己反省的ないとなみとなるだろう。

32)　 この忘却作用 とともに,バ リは周知の ように観光産業Y'依 存 してお り,変 らぬ伝統文化が

　 観光対 象 として強調 され,そ のため植民地時代を含めて歴史的な文化変 容は極 力軽視 され る

　 傾 向にある。それ と同時に,植 民地か らの独立あ るいは脱植民地化を国家 の出発点 と考え る

　インドネシア のよ うな国にあ っては,ナ シ ョナ リス トの言説ひいては現在 の公 的言説 におい

　 て植民地時代が過 小評価 され る傾向 もある。 この点を指摘するWiener【1990:6)は,た んに

　 公的 な言説 ではな く,実 際のパ リでの調査においてバ リ人 自身が 口にす る言 い方 にもこの点

　 が浸透 してい ると述 べている。
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所在の箇所Vで 始まる文書はすべてARA所 蔵

番号　日　付 書類 番 号 発信者(部 局) 受信者(部 局) 所 在

 1 1917/01/23 Tel. 9 GG V28-8-1917-62

2 1917/01/24 Tel. 99a RBL V28-8-1917-62

3 1917/01/24 Tel. 12 RBL GG V28-8-1917-62

4 1917/01/27 Tel. 7 RBL  GG V28-8-1917-62

5 1917/02/06 1114/1 RBL GG V28-8-1917-62

6 1917/02/08 Moojen GG V18-6-1918-39
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10 1917/04/10 909/I11A2 GS RBL V18-6-1918-39

11 1917/05/15 3294/1 RBL GG V18-6-1918-39

12 1917/05/15 3294/1 Bij.2 RBL GG Col. Moojen 10

13 1917/05/28 Tel. 9 RBL GG V16-7-1920-68

14 1917/05/29 Tel. 0 GG Hague V16-7-1920-68

15 1917/05/30 Rapport Cont. Gianjar V16-7-1920-68

16 1917/06/03 Rapport Cont. Gianjar V16-7-1920-68

17 1917/06/09 4956/1 RBL GG V16-7-1920-68

18 1917/06/17 OD V18-6-1918-39

19 1917/06/23 17418 BB GG V18-6-1918-39

20 1917/07/03 KV-05/17 RBL V12-8-1918-68

21 1917/07/21 Moojen van Limburg Stirum V18-6-1918-39
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22  1917/08/01 KV-06/17 RBL V12-8-1918-68

23 1917/08/15 23346 OE BGKW V18-6-1918-39

24 1917/08/27 6417/1 RBL GG V18-6-1918-39

25 1917/09/20 805/38 OD OE V18-6-1918-39

26 1917/09/20 Rapport Faille, Bosch, V18-6-1918-39

Schwartz
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34 1917/10/27 11043/Btb. BB GG V18-6-1918-39

35 1917/11/08 2681/I GS OE V18-6-1918-39

36 1917/11/20 33557 OE OD V18-6-1918-39

37 1917/11/21 853 OD V18-6-1918-39

38 1917/11/22 856/38 OD GG V18-6-1918-39

39 1917/11/23 2813/IIIA2 GS N.Handel Maatschapij V18-6-1918-39

40 1917/11/23 2814/IIIA2 GS RBL V18-6-1918-39
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42 1917/12/12 Perquin, Bosch, )718-6-1918-39
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Meulen

44 1917/12/28 895 OD OE V18-6-1918-39

45 1918/01/04 KV-11/17 RBL 1(12-8-1918-68

46 1918/01/08 643 OE GG V18-6-1918-39

47 1918/01/25 241 /IIIA GS OE V18-6-1918-39

48 1918/02/18 4456 OE Moojen V14-4-1919-77

49 1918/02/25 Moojen OE V14-4-1919-77

50 1918/04/17 RBL GG V14-4-1919-77

51 1918/04/23 1088/IIIA2 GS OE V14-4-1919-77

52 1918/05/08 Rapport OE V14-4-1919-77

53 1918/05/11 1236c/IIIA2 GS OE V14-4-1919-77

54 1918/05/11 18 GG V14-4-1919-77

55 1918/05/24 14027 OE Moojen Col. Moojen 10

56 1918/08/12 Notulen Assisten RBL [Moojen 1920:

49-53]

57 1918/09/17 Notulen RBL Col. Moojen 10

58 1918/09/30 Moojen RBL Col. Moojen 10
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59 1919/01/21  Verslag Moojen GG, RBL V24-10-1919-52

60 1919/03/18 2027/1 RBL GG V24-10-1919-52

61 1919/05/03 14188 OE GG V24-10-1919-52

62 1919/06/06 6120/Btb. BB GG V24-10-1919-52

63 1919/07/04 1060a GS RBL V15-6-1920-38
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ingen
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70 1920/12/13 44597/V Bij. 7 OE GG Col. Moojen 10
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72 1921/09/— Verslag Moojen GG Col. Moojen 34

・略記号

ARA Algemeen Rijksarchief 

BB Binnenlandsch Bestuur 

BGKW Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 

BOW Burgerlijke Openbare Werken 

Cont. Controleur 

GG Gouverneur Generaal 

GS Gouvernement Secretaris 

 KV Kort Verslag 

LNH Landbouw, Nijverheid en Handel 

MvO Memories van Overgave van het gewest Bali en Lombok 

OD Oudheidkundige Dienst 

OE Onderwijs en Eeredienst 

RBL Resident Bali en Lombok 

RNI Raad van Nederlandsch-Indie 

Tel. Telegram
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